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税務訴訟資料 第２７１号－５１（順号１３５５３） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（枚方税務署長） 

令和３年４月２２日却下・一部認容・国側控訴 

判    決 

原告          甲 

同訴訟代理人弁護士   永井 秀人 

同補佐人税理士     寺西 雅行 

同           山田 純 

被告          国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

処分行政庁       枚方税務署長 

綱岡 寛 

指定代理人       市谷 諭史 

同           小泉 雄寛 

同           一色 広己 

同           西崎 恒彦 

同           松山 修 

同           三宅 淳也 

同           植西 直美 

主    文 

１ 本件訴えのうち次の部分をいずれも却下する。 

（１）枚方税務署長が平成２９年３月２３日付けで原告に対してした平成２６年分の所得税及び復

興特別所得税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める部

分 

（２）枚方税務署長が平成２９年３月２３日付けで原告に対してした平成２６年分の所得税及び復

興特別所得税の更正処分のうち、不動産所得の金額１８０４万５４９１円、納付すべき税額

（予定納税額控除前のもの）４７２万７６００円を超えない部分の取消しを求める部分 

２ 枚方税務署長が平成２９年３月２３日付けで原告に対してした平成２６年分の所得税及び復興

特別所得税の更正処分のうち、不動産所得の金額１８０４万５４９１円及び納付すべき税額（予

定納税額控除前のもの）４７２万７６００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分

を取り消す。 

３ 訴訟費用はこれを１０分し、その１を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 枚方税務署長が平成２９年３月２３日付けで原告に対してした平成２６年分の所得税及び復
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興特別所得税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２ 枚方税務署長が平成２９年３月２３日付けで原告に対してした平成２６年分の所得税及び復

興特別所得税の更正処分のうち、不動産所得の金額１７９４万１２９７円、納付すべき税額

（予定納税額控除前のもの）４６８万４７００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定

処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は、原告が、平成２６年分の所得税及び復興特別所得税（以下、両税を併せて「所得税

等」という。）について、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求（以下「本件更正請求」

という。）をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由がない旨の通知処分（以下「本件

通知処分」という。）を受けたほか、原告の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は

原告に帰属するとして、増額更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少申告加算税

の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更正処分

等」という。また、本件通知処分と本件更正処分等を併せで「本件各処分」という。）を受け

たことから、被告を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。 

２ 関係法令等の定め 

（１）国税通則法の定め 

ア 更正の請求 

国税通則法２３条１項（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）は、

納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が

国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことによ

り、当該申告書の提出により納付すべき税額（当該税額に関し更正があった場合には、

当該更正後の税額）が過大であるとき（同項１号）等には、当該申告書に係る国税の法

定申告期限から原則として５年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準

等又は税額等（当該課税標準等又は税額等に関し同法２４条〔更正〕又は２６条〔再更

正〕の規定による更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等）につき

更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定する。 

イ 更正 

国税通則法２４条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税

申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従ってい

なかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、

その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定する。 

（２）所得税法１２条（実質所得者課税の原則）の定め 

所得税法１２条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単な

る名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、

その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する旨規定

する。 

（３）所得税基本通達１２－１の定め 

国税庁長官の発出した昭和４５年７月１日付け直審（所）３０（例規）「所得税基本通

達」１２－１（資産から生ずる収益を享受する者の判定、以下「所得税基本通達１２－
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１」という。）は、所得税法１２条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者が誰であ

るかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者が誰であるかにより判定すべきである

が、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定す

る旨規定する。 

３ 前提事実 

以下の事実は、当事者間に争いがないか、又は、掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易

に認めることができる。 

（１）当事者等 

ア 原告・乙・丙 

原告（昭和●年●月●日生まれ）は、平成２５年頃当時、大阪府枚方市で農業に従事し

ていた者であり、同市内を中心に多数の不動産を所有し、賃料収入等を得ていた。乙

（昭和●年生まれ。以下「乙」という。）は、原告の長男であり、製造業の会社に勤務

する者である。乙は、原告の自宅と同じ敷地内にある別棟の建物に居住している。丙

（以下「丙」という。）は、原告の長女（乙の妹）である。丙は、大阪府枚方市に居住

している。原告の妻は既に死亡しており、原告の子は乙及び丙のみである。 

原告は、平成２６年１月頃当時、８●歳であり、通常の加齢に伴う物忘れ等はみられた

ものの、意思能力に格別の問題はなかった（なお、原告は、その約２年３か月後である

平成２８年４月頃にアルツハイマー型認知症の初期症状と診断され、同年７月頃に敗血

症で入院したことを機に通帳の管理を乙に委ねた。原告は、令和２年当時、要介護３の

認定を受けていた。）。（以上につき、甲１、２、９、１０、１１の１・２、１６、１

９の１・２、２３、証人乙） 

イ 本件各不動産管理業者 

株式会社Ａ（本店・大阪府寝屋川市。以下「Ａ」という。）、有限会社Ｂ（本店・大阪

府枚方市。以下「Ｂ」といい、Ａと併せて「本件各不動産管理業者」という。）は、い

ずれも不動産管理業者である（弁論の全趣旨）。 

ウ 本件税理士法人 

税理士法人Ｃ（以下「本件税理士法人」という。）の丁税理士（以下「丁税理士」とい

う。）は、平成２５年１１月以降、乙から、原告が所有する不動産に関する租税や相続

税の節税対策について相談を受けた（甲１９の１・２、２３、証人乙）。 

（２）本件各土地 

ア 原告の各土地の取得等 

原告は、昭和４１年から平成１５年にかけて、下記の各土地をそれぞれ売買又は相続に

より取得した（括弧内は地積及び取得の原因。乙２の１～４）。 

記 

① 大阪府枚方市●●（３７４㎡、平成５年３月２３日売買） 

② 大阪府枚方市●●（１１５７㎡、持分３分の２を昭和４１年５月●日相続、持分３

分の１を同年９月●日相続） 

③ 大阪府枚方市●●（９７７㎡、平成１５年１２月１８日売買） 

④ 大阪府枚方市●●（８２３㎡、平成１４年９月２日売買） 
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イ 本件各土地の利用状況 

原告は、平成１６年頃以降、上記アの①～③の土地（ただし、②の土地については一部

〔５１０.６㎡〕。以下、これらを合わせて「Ｄ等土地」という。）及び④の土地（以下

「Ｅ土地」いい、Ｄ等土地と併せて「本件各土地」という。）を造成するなどした上で、

駐車場として賃貸して、賃料収入を得るようになった（以下、本件各土地についての賃

料収入を「本件各駐車場収入」という。）（乙３の１～３、４）。 

ウ Ｄ等土地 

（ア）賃貸借契約 

原告は、平成１６年頃以降、複数の個人又は法人との間で、次の約定で、Ｄ等土地を

所定の区画ごとに駐車場として賃貸する旨の契約（契約書上の名称は「自動車保管場所

使用契約」）を締結した（甲４の１～３、２１の１、乙３の１～３）。 

ａ 賃貸期間 １年 

ｂ 更新 １年ごとに、当事者双方の異議がなければ賃貸期間を更新する 

ｃ 賃料 １区画１か月６０００円又は７０００円 

（イ）駐車場管理契約 

原告は、平成１６年頃以降、Ａとの間で、次の約定で、Ｄ等土地を駐車場として賃貸

する業務（以下、この業務を「駐車場管理業務」という。）についての委任契約（駐車

場管理契約）を締結した（乙５の１～３）。 

ａ 業務内容 原告と各賃借人との間の賃貸借契約（自動車保管場所使用契約）の締

結に関する事務、賃料等の受領、日常クレーム処理、日常清掃等の業務 

ｂ 報酬等 Ａは、代理受領した賃料から、Ａが得る報酬（賃料等の総額の８％）を

控除し、これを原告名義の預金口座に振り込む 

エ Ｅ土地 

（ア）賃貸借契約 

原告は、平成１５年１月２３日、医療法人Ｆ（以下「Ｆ」という。）との間で、次の

約定で、Ｅ土地をＦの職員の駐車場用地として賃貸する旨の契約を締結した（乙４）。 

ａ 賃貸期間 平成１５年１月２３日から平成１７年１月３１日まで 

ｂ 更新 ２年ごとに更新する 

ｃ 賃料 １か月１９万９０００円 

（イ）駐車場管理契約 

原告は、平成１５年１月２３日、Ｂとの間で、次の約定で、Ｅ土地の駐車場管理業務

についての委任契約（駐車場管理契約）を締結した（乙６）。 

ａ 業務内容 賃貸借契約の締結・更新、賃料の代理受領等の業務 

ｂ 報酬等 Ｂは、代理受領した賃料から、Ｂが得る報酬（賃料の１０％）を控除し、

これを原告名義の振込口座に振り込む 

（３）本件税理士法人に対する相談等 

乙は、平成２５年１１月１８日以降、原告の意向を受けて、丁税理士に対し、原告が所

有する不動産の節税対策等について相談をし、助言を受けるようになった（甲１９の１・

２、２３、証人乙）。 

（４）本件各使用貸借契約書 
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ア Ｄ等土地使用貸借契約書 

原告と乙を作成者とする、平成２６年１月２５日付けの、Ｄ等土地についての「使用貸

借契約書」と題する契約書が存在する（同契約書の原告の署名・押印は真正なものであ

る。）（甲１、弁論の全趣旨。以下、同契約書を「Ｄ等土地使用貸借契約書」といい、

Ｄ等土地使用貸借契約書による契約を「Ｄ等土地使用貸借契約」という。ただし、Ｄ等

土地使用貸借契約書の真正な成立の有無、Ｄ等土地使用貸借契約の成否・内容について

は、後記争点（３）のとおり当事者間に争いがある。）。 

イ Ｅ土地使用貸借契約書 

原告と丙を作成者とする、平成２６年１月２５日付けの、Ｅ土地についての「使用貸借

契約書」と題する契約書が存在する（同契約書の原告の署名・押印は真正なものであ

る。）（甲２、弁論の全趣旨。以下、同契約書を「Ｅ土地使用貸借契約書」といい、Ｅ

土地使用貸借契約書による契約を「Ｅ土地使用貸借契約」という。ただし、Ｅ土地使用

貸借契約書の真正な成立の有無、Ｅ土地使用貸借契約の成否・内容については、後記争

点（３）のとおり当事者間に争いがある。また、Ｅ土地使用貸借契約書とＤ等土地使用

貸借契約書を併せて「本件各使用貸借契約書」といい、Ｄ等土地使用貸借契約とＥ土地

使用貸借契約を併せて「本件各使用貸借契約」という。）。 

ウ 本件各使用貸借契約書の記載内容 

本件各使用貸借契約書には、要旨、次の内容が記載され、原告及び乙又は丙の署名・押

印がされている（甲１、２）。 

（ア）第１条（目的） 原告は、乙又は丙に対し、Ｄ等土地又はＥ土地を賃貸し、乙又は

丙はこれを駐車場用地の目的として賃借する。 

（イ）第２条（賃貸借期間） 賃貸借期間は、平成２６年２月１日から平成３６年１月３

１日までの１０年間とする。期間満了後の更新については、別途協議する。 

（ウ）第３条（賃料） 賃料は、１か年、Ｄ等土地又はＥ土地の各年の固定資産税及び都

市計画税（以下「固定資産税等」という。）の合計額相当額とする。当該金額を１２で

除した金額を、乙又は丙は毎月末日限り翌月分を原告に支払う。 

（エ）第４条（転貸承諾等） 乙又は丙は、原告の承諾により、Ｄ等土地又はＥ土地を転

貸又は賃借権譲渡等をすることができる。 

（オ）第５条（公租公課の負担） Ｄ等土地又はＥ土地に係る固定資産税等の公租公課は、

原告の負担とする。 

（カ）第６条（その他） 本契約が満了したとき又は中途解約されたときは、乙又は丙は、

原告に対し、Ｄ等土地又はＥ土地を明け渡すこととする。 

（キ）第７条（その他） 上記に定めのない事項については、その都度別途協議するもの

とする。 

エ 原告は、平成２６年１月２５日頃、乙に対しＤ等土地を引き渡し、また、丙に対して

Ｅ土地を引き渡した（甲１、２、弁論の全趣旨）。 

（５）本件各贈与契約 

原告は、平成２６年１月２５日、乙又は丙との間で、Ｄ等土地上に敷設されたアスファ

ルト舗装・車止め・フェンス又はＥ土地上に敷設されたアスファルト舗装（以下、これら

を併せて「本件舗装等」という。）を贈与する旨の各贈与契約を締結した（乙８の１・２、
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３３の１・２。上記各贈与契約を「本件各贈与契約」といい、本件各贈与契約に係る各贈

与契約書を「本件各贈与契約書」という。ただし、本件各贈与契約の効力等については、

後記争点（３）のとおり当事者間に争いがある。）。 

なお、本件各贈与契約書には、贈与物件（本件舗装等）上において営む「駐車場賃貸借

契約」については、乙又は丙がその地位を引き継ぐこととし、原告は、「当該賃借人各人

からの預り保証金全額」を乙又は丙に現金で引き渡した旨の記載がされ、原告と乙又は丙

の署名・押印がされている。 

（６）乙又は丙が締結した本件各賃貸借契約・本件各駐車場管理契約 

ア Ｄ等土地 

（ア）Ｄ等土地賃貸借契約 

乙は、平成２６年２月１日以降、Ｄ等土地の各区画の賃借人が賃貸借契約の更新又は

変更をする際、それらの賃借人との間で、賃貸人を乙とする賃貸借契約又は賃貸借変更

契約を締結した（甲５の１～８。以下、これらの契約を「Ｄ等土地賃貸借契約」とい

う。）。 

（イ）Ｄ等駐車場管理契約 

乙は、平成２６年１月３０日、Ａとの間で、委任者を原告としていたＤ等土地の駐車

場管理契約（上記（２）ウ（イ））について、同年２月１日から、委任者を乙に変更し、

賃料等の振込先を乙名義の預金口座に変更する旨の契約を締結した（甲３。以下、この

契約を「Ｄ等駐車場管理契約」といい、Ｄ等駐車場管理契約に係る契約書を「Ｄ等駐車

場管理契約書」という。）。 

イ Ｅ土地 

（ア）Ｅ土地賃貸借契約 

丙は、平成２６年１月３１日、Ｆとの間で、Ｅ土地の賃貸人を丙、賃借人をＦとし、

賃貸借期間を同年２月１日から２年とし、以後２年ごとに更新する旨の賃貸借変更契約

を締結した（甲６、乙２１。以下、この契約を「Ｅ土地賃貸借契約」といい、Ｄ等土地 

賃貸借契約と併せて「本件各賃貸借契約」という。）。 

（イ）Ｅ駐車場管理契約 

丙は、平成２６年２月１日付けで、Ｂの間で、委任者を原告としていたＥ土地の駐車

場管理契約（上記（２）エ（イ））について、同日から、委任者を丙に変更し、賃料等

の振込先を丙名義の預金口座に変更する旨の契約を締結した（甲８、２２。以下、この

契約を「Ｅ駐車場管理契約」といい、Ｅ駐車場管理契約に係る契約書を「Ｅ駐車場管理

契約書」という。また、Ｄ等駐車場管理契約とＥ駐車場管理契約を併せて「本件各駐車

場管理契約」といい、Ｄ等駐車場管理契約書とＥ駐車場管理契約書を併せて「本件各駐

車場管理契約書」という。さらに、本件各使用貸借契約、本件各贈与契約、本件各賃貸

借契約及び本件各駐車場管理契約を「本件各取引」という。）。 

（７）本件確定申告 

原告は、平成２７年３月９日、枚方税務署長に対し、平成２６年分の所得税等について、

別表「課税の経緯」の「確定申告」欄のとおりの金額等を記載した確定申告書（以下「本

件確定申告書」といい、本件確定申告書による確定申告を「本件確定申告」という。）を

提出した。原告は、本件確定申告の際に提出した収支内訳書の「不動産所得の収入の内
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訳」欄において、本件各土地の賃貸契約期間が、いずれも平成２６年１月の１か月間であ

るとして不動産所得に係る収入を算定していた。（乙９） 

（８）本件調査 

枚方税務署の調査担当者（以下「本件調査担当者」という。）は、平成２７年９月８日、

原告の所得税等の調査のため、原告の自宅を訪問して原告と面談をし、その後も原告、乙

及び丁税理士と電話や面談をするなどして調査を行った（以下、原告の平成２６年分の所

得税等についての調査を「本件調査」という。）（乙１１、１９）。 

（９）本件各処分等 

ア 本件更正請求 

原告は、平成２９年１月２４日、枚方税務署長に対し、平成２６年分の所得税等につい

て、本件確定申告書に誤りがあったとして、別表「課税の経緯」の「更正の請求」欄の

とおりの金額等に更正することを求める更正の請求（本件更正請求）をした（乙１０）。 

イ 本件各処分 

枚方税務署長は、平成２９年３月２３日付けで、原告に対し、本件通知処分をするとと

もに、別表「課税の経緯」の「更正処分等」欄のとおりの本件更正処分等をした。 

なお、本件更正処分は、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入がいずれも原告に帰属

することを前提としてされたものであり、また、本件通知処分は、本件更正処分により

認定した課税標準及び納付すべき税額を前提としてされたものであった。（以上につき、

乙１、１２） 

ウ 再調査請求 

原告は、平成２９年６月１６日、枚方税務署長に対し、本件各処分を不服として、再調

査請求をしたところ、枚方税務署長は、同年９月１３日付けで、同請求を棄却する旨の

再調査決定をした（乙１３の１・２）。 

エ 本件審査請求 

（ア）原告は、平成２９年１０月１１日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の全部の

取消しを求め、審査請求（以下「本件審査請求」という。）をした（乙１４）。 

（イ）国税不服審判所長は、平成３０年１０月３日、本件審査請求を棄却する旨の裁決を

した（甲１７の２）。 

（10）本件訴えの提起 

原告は、平成３１年４月５日、本件訴えを提起した。 

４ 主たる争点 

（１）本件訴えのうち、本件通知処分の取消請求に係る部分の適法性（本案前の争点）（争点

（１）） 

（２）本件訴えのうち、本件更正処分のうち更正の請求額（不動産所得の金額１８０４万５４９

１円、納付すべき税額〔予定納税額控除前のもの〕４７２万７６００円）を超えない部分の

取消請求に係る部分の適法性（本案前の争点）（争点（２）） 

（３）平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属するか否か（本案の争点）（争点

（３）） 

５ 主たる争点に関する当事者の主張 

（１） 争点（１）（本件訴えのうち、本件通知処分の取消請求に係る部分の適法性）について 



8 

（原告の主張） 

ア 通知処分とその後にされた増額更正処分との関係 

通知処分とその後にされた増額更正処分は、基本的に別の処分であり、吸収されたり包

摂されたりする関係にはない。 

更正の請求は、申告等によって一旦確定した課税標準等又は税額等を自己に有利に変更

すべきことを税務署長に求めることをいい、それに対し、税務署長が請求に理由がない

旨の通知をして棄却する処分は、申告税額等について検討して減額を認めないことを通

知するだけの処分であって、税額を確定する処分ではない。 

他方、その後の増額更正処分は、税務署長が、申告された課税標準等又は税額等の計算

が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他その課税標準等又は税額等

がその調査したところと異なるときに、自らが調査したところに基づいて課税標準等又

は税額等を見直し、その結果、税額を増額させて確定する処分である。 

このように、更正をすべき理由がない旨の通知処分と、更正・決定の後にされた増額更

正処分とは、別個独立の処分であり、吸収関係や包摂関係といったものは生じない。 

イ 本件について 

本件についてみると、本件更正請求は、収入の計上漏れ、固定資産税等の計上漏れ、金

（金地金）の譲渡収入の計上漏れ等により、本件確定申告に係る納付すべき税額が過大

となっていることを理由とするものであった。そして、本件更正処分等は、平成２６年

２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属することを前提として増額したものであった。 

以上からすると、本件通知処分の取消請求と、本件更正処分等の取消請求は、理由を異

にして争っているのであり、それぞれに訴えの利益がある。 

（被告の主張） 

ア 増額更正処分と通知処分との関係 

増額更正処分と通知処分は、手続的には別個独立の処分ではあるが、これらが納税者の

同一年分の所得税等についてされた場合には、当該納税者の所得税等に係る同一の納税

義務に関わり、相互に密接な関連を持つものといえる。そして、上記両処分は、いずれ

も所得税等の納税義務の確定に係る処分であるところ、通知処分は、申告税額の減少の

みに関わるのに対し、増額更正処分は、納付すべき税額の全体に関わり、実質的には申

告税額等を正当でないものとして否定し、これに増額変更を加えて税額の総額を確定す

るものであるから、増額更正処分の内容は、通知処分の内容を包摂する関係にあると解

される。 

イ 増額更正処分と通知処分の取消しを求める訴えの利益について 

増額更正処分の内容は、通知処分の内容を包摂する関係にあるから、納税者の同一の年

分の所得税等について、増額更正処分と通知処分の両方の処分がされた場合、その税額

等を争う納税者は、増額更正処分に対する取消訴訟をもって争えば足り、これと別個に

通知処分を争う訴えの利益や必要を有しないものと解すべきである。 

このように解することにより、同一の所得税等の納税義務に関わる上記両処分に関する

訴訟が別個に係属することにより生じる審理判断重複の抵触を避けることが可能となる。

また、このように解するとしても、増額更正処分の内容は、通知処分の内容を包摂する

関係にあるから、両処分を受けた納税者は、前者に対する取消訴訟の中で、通知処分に



9 

おける減額更正処分をしない旨の判断に存する違法を主張して、申告税額等を下回る額

にまで増額更正処分の取消しを求めることができると解され、当該納税者に不利益を与

えることにもならない。 

ウ 本件通知処分の取消しを求める訴えは、訴えの利益がなく、不適法であること 

原告は、本件訴えにおいて、原告の平成２６年分の所得税等の増額更正処分（本件更正

処分）の取消しを求めているのであるから、これに包摂される関係にある平成２６年分

の所得税等の更正の請求（本件更正請求）に対する通知処分（本件通知処分）の取消し

を求める訴えは、訴えの利益がなく、不適法である。 

（２）争点（２）（本件訴えのうち、本件更正処分のうち更正の請求額を超えない部分の取消請

求に係る部分の適法性）について 

（原告の主張） 

ア 本件審査請求における原告の陳述 

原告は、本件審査請求の手続において、本件確定申告において記載した不動産所得の金

額（１８８６万３８７７円）にも、本件更正請求において記載した不動産所得の金額

（１８０４万５４９１円）にも、賃料その他の収入、固定資産税等及び仲介管理手数料

に一部計上漏れがあったとして、真実の不動産所得の金額が１７９４万１９２７円であ

り、納付すべき税額（予定納税額控除前のもの）が４６８万４７００円であり、本件通

知処分と本件更正処分等のそれを超える部分の一部取消しを求める旨陳述した。 

イ 訴えの利益があること 

したがって、本件訴えのうち、本件更正処分のうち、不動産所得の金額１７９４万１９

２７円及び納付すべき税額（予定納税額控除前のもの）４６８万４７００円を超えない

部分の取消しを求める部分についても、訴えの利益がある。 

（被告の主張） 

ア 更正の請求額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益 

更正の請求が当初の申告に係る税額等の一部を限度としてされた場合には、納税者にお

いて税務署長がした更正処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分につき不服があ

ったとしても、これらの処分に係る課税標準等又は税額等のうち当該更正の請求に係る

ところを超えない部分については、納税者において自らの申告によりこれを確定させた

もので、その是正のために法律が特に設けた手続をとっていない以上、納税者にとって

当然に不利益なものであるということはできず、その取消しを求めることを許すべきも

のとして不服申立て及び訴えの利益があるということはできないというべきである。 

イ 本件訴えのうち、更正の請求額を超えない部分は、訴えの利益がないこと 

原告は、本件訴えにおいて、本件更正処分のうち、不動産所得の金額１７９４万１２９

７円（総所得金額は１９９７万４４３８円）及び納付すべき税額（予定納税額控除前の

もの）４６８万４７００円を超える部分を取り消すことを求めているところ、原告は、

本件更正請求において、総所得金額２００７万８６３２円及び納付すべき税額（予定納

税額控除前のもの）４７２万７６００円を超えない部分の減額を求めていないから、本

件訴えのうち更正の請求額を超えない部分の取消しを求める部分は、訴えの利益がなく

不適法である。 

（３）争点（３）（平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属するか否か）について 
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（被告の主張） 

ア 本件各使用貸借契約が有効に成立したと認められないこと 

（ア）原告が本件各使用貸借契約書の内容を認識しておらず、本件各使用貸借契約書は真

正に成立したものと認められないこと 

ａ 文書の真正な成立について 

本件各使用貸借契約書は、原告の意思に基づく署名・押印があるので、民事訴訟

法２２８条４項により、本件各使用貸借契約書が真正に成立したものと推定される

ことになる。しかし、以下のとおり、原告は本件各使用貸借契約書の内容を全く認

識していなかったと認められ、上記の推定の基礎を欠き、上記の推定は働かないか

ら、本件各使用貸借契約書は真正に成立したものとは認められない。 

ｂ 原告が本件各使用貸借契約書の内容を認識していなかったこと 

原告は、本件調査の際、本件調査担当者に対し、乙又は丙が平成２６年２月以降

の本件各駐車場収入を自らが得たものとして申告することとなった経緯等について

詳しいことは分からない旨の回答をした上、本件各使用貸借契約書について一貫し

て知らない旨述べていた。そして、原告は、本件調査の際、乙又は丙に対して居住

用として無償で貸している不動産については、原告が固定資産税等を負担した上で

無償で貸している旨明確に回答していたことに鑑みると、本件各使用貸借契約書の

作成についてのみ、あえて虚偽の申述をしなければならない動機があったとは認め

られない。 

これらの事情によれば、原告は、乙又は丙が平成２６年２月以降の本件各駐車場

収入を自らが得たものとして申告することとなった具体的な事情やその原因とされ

る本件各使用貸借契約書の作成及び存否を認識していなかったと認められる。 

以上に加え、本件各土地をめぐる一連の取引又は行為は、乙から相続対策の相談

を受けていた本件税理士法人が企図したものであり、本件各使用貸借契約書のひな

型も本件税理士法人が作成したものと認められることなどからすると、原告は、本

件各使用貸借契約書の具体的な内容を知らされないまま乙から本件税理士法人が作

成した本件各使用貸借契約書のひな型への署名・押印を求められ、その記載内容を

一切確認せずに言われるがままこれに応じたことが強く推認されるというべきであ

る。 

ｃ 本件各使用貸借契約書は、本件調査の開始後に作成されたと考えられること 

本件各使用貸借契約書は、本件調査担当者が、平成２７年９月８日及び同月１４

日、原告に対して提出を求めたところ、同月１６日になって、乙の妻から提出され

たものである。 

加えて、本件各使用貸借契約書と本件各贈与契約書は、いずれも作成日付及び契

約当事者を同じくする契約書であるところ、乙は、そのひな型はいずれも丁税理士

が作成し、同時期に乙に交付されたものである旨証言する。 

それにもかかわらず、本件各使用貸借契約書と本件各贈与契約書の書式が異なっ

ている上、本件各贈与契約書には、大阪法務局枚方出張所の確定日付があるのに対

し、本件各使用貸借契約書には確定日付がない。本件各贈与契約書にのみ確定日付

を付与する合理的な理由があるとは考えられないから、本件各贈与契約書のみに確
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定日付があるのは不自然である。 

これらの事情によれば、本件各使用貸借契約書は、原告が主張する平成２６年１

月２５日には作成されておらず、本件調査が開始した後に作成したものであると考

えられる。 

ｄ 原告の主張について 

原告は、①本件税理士法人が原告に対し、本件各使用貸借契約を締結するよう助

言することがあったとしても、原告の了承の下で行われていた旨、②平成２５年１

１月１８日当時、原告の意思能力あるいは認知能力に問題はなく、主体的に本件各

使用貸借契約に取り組んでいたが、平成２７年１０月下旬の本件調査当時から近時

記憶障害について疑わしい状況であった旨、③本件確定申告をしたとき（平成２７

年３月）において、平成２６年２月以降は、本件各駐車場収入がないことを当然の

前提とする行動をとっていた上、本件調査担当者に対し、乙又は丙に代わって固定

資産税等の負担をして、その代わりに本件各土地を無償で貸していると認めており、

本件各使用貸借契約が使用貸借であることを知っていたのであって、自らの行為を

十分認識した上で、本件各使用貸借契約の締結や不動産管理に関する契約の変更に

取り組んでいた旨主張する。 

しかし、上記①の主張については、原告が本件税理士法人から助言や指導を受け

た事実は認められないから、原告の主張する事実は原告が本件各使用貸借契約書を

認識していたことの根拠にはならない。 

上記②の主張については、原告は、本件各使用貸借契約書に押印した記憶はない

などと発言する一方で、平成２７年９月に行われた本件調査の際、本件調査担当者

の質問に対し、本件各土地の使用貸借関係以外は適切に対応しているのであって、

その当時、原告に近時記憶障害はなかったといえる。 

乙が、原告の近時記憶に違和感を覚えた時期について、平成２７年の年末であっ

た旨証言していることからすると、原告は、本件各使用貸借契約書が作成されたと

される平成２６年１月や、本件調査において本件調査担当者との面談が行われた平

成２７年９月から同年１０月までの間のいずれにおいても、十分な認知能力及び記

憶力を維持していたと認められる。 

上記③の主張については、原告は、本件各使用貸借契約の内容が使用貸借である

ことをよく知っていた根拠として、証拠（乙１６〔２、３頁の答３の部分〕）を指

摘するが、これは、本件各土地とは別の物件についての原告の回答を記したもので

あって、原告が本件各使用貸借契約書を認識していたことの根拠となるものではな

い。 

ｅ 小括 

以上によれば、原告が自ら本件各使用貸借契約書に署名・押印をしていたとして

も、その具体的な内容を確認しておらず、認識していなかったものと認められるか

ら、本件各使用貸借契約書は真正に成立したものと認められない。 

（イ）本件各使用貸借契約書について処分証書の法理にいう「特段の事情」が認められる

こと 

ａ 処分証書の法理にいう「特段の事情」 
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本件各使用貸借契約書は処分証書であるところ、処分証書は、「特段の事情」が

ない限り、一応その記載どおりの事実を認められるべきとする民事事実認定上の経

験則（以下「処分証書の法理」ともいう。）が存する。 

もっとも、当事者によって選択された法律的形式が経済的実質からみて通常採ら

れるべき法律的形式とは一致しない異常のものであり、かつ、そのような法律的形

式を選択したことについてこれを正当化する「特段の事情」がない限り、租税負担

の公平の見地からして、当事者によって選択された法律的形式には拘束されないと

解するのが相当であり、このような場合には、処分証書の法理にいう「特段の事

情」があると判断されるべきである。 

ｂ 本件各取引は、乙及び本件税理士法人が、総体としての租税負担を免れることを

目的に企図したものであること 

本件においては、①原告から乙又は丙への本件舗装等を目的物とする本件各贈与

契約、②原告と乙又は丙との間での本件各使用貸借契約、③乙又は丙と本件各不動

産管理業者との間での本件各駐車場管理契約、④乙とＤ等土地の利用者たる各賃借

人との間、又は丙とＦとの間での本件賃貸借契約から成る、おおむね４種類の各契

約による一連の取引（本件各取引）がされている。 

乙は、平成２５年１１月１８日、本件税理士法人の丁税理士に対し、原告の相続

税や不動産における節税対策の名目で相談し、本件税理士法人が乙に対して助言し

たものが本件各取引であり、本件各使用貸借契約書及び本件各贈与契約書のひな型

も、本件税理士法人が作成したものであった。 

本件調査担当者が平成２７年９月１４日、原告に電話をかけ、本件各土地につい

ての使用貸借契約書の提出を求めたところ、原告は、使用貸借契約書に押印した記

憶はなく、使用貸借契約書も原告の手元にない旨述べた。また、乙は、同日、本件

調査担当者に電話をかけ、乙又は丙が本件各駐車場収入を自らの収入として申告す

ることとなった経緯を説明したほか、同年１０月２０日、原告に対する調査に同席

し、所得税法１２条に規定する実質所得者課税の原則により本件各駐車場収入は乙

又は丙に帰属する旨述べるなど、本件調査担当者に対し、具体的な回答を行ってい

た。 

以上の事実関係によれば、本件各取引は、乙及び本件税理士法人が、原告の生前

に財産を乙又は丙に移転するとともに、総体としての租税負担を免れることを企図

したものである。 

ｃ 本件各土地の管理状況に変更がないこと 

本件各使用貸借契約による使用貸借がされたとする日（平成２６年２月１日）の

前後において、本件各土地の駐車場としての利用状況や、本件各不動産管理業者を

介しての管理状況自体に特段の変更がない。 

ｄ 本件各贈与契約が無効であること 

本件各贈与契約書の対象は、本件各土地から独立して経済的価値を有さず、一般

的な社会通念に照らして、独立して取引の対象にはなり得ないアスファルト舗装や

車止め等（本件舗装等）であり、本件各贈与契約は、一般的な取引ではおよそ考え

られない内容のものである。 
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そして、乙は、平成２７年９月１４日、本件調査担当者から本件各贈与契約を締

結した理由を問われると、「税理士に聞いて行っている。」、「単に、土地だけの

借用ではだめとは分かっている。」と述べており、更地のまま土地を無償で借り受

け、第三者に貸し付けたとしても、その収益は土地の所有者に帰属して課税される

結果となるという課税実務を十分に理解した本件税理士法人及び乙が、原告から本

件各土地の上に存する何らかの構築物の所有権を移転させ、その土地から得られる

収益の帰属を形式的に変更することを意図して作成されたものであることが強く推

認される。 

ｅ 社会通念に照らし不自然・不合理な取引であること 

原告は、本件各土地の所有者であり、本件各土地に係る権利関係に変動がない限

り、毎年８００万円余りの本件各駐車場収入を継続して得ることができるにもかか

わらず、本件各使用貸借契約を締結することによってこれを放棄することは、通常

の経済取引としてはあり得ず、社会通念に照らして不自然・不合理な取引である。 

ｆ 本来の契約当事者である原告不在の中で本件各駐車場管理契約が締結されるなど

不自然な事情が認められること 

本件各駐車場管理契約は、原告と本件各不動産管理業者が締結した駐車場管理業

務についての委任契約を変更するためのものであり、その変更後には原告が収入を

失うこととなり、かつ、本件各不動産管理業者の賃料又は地代の支払先が変更され

ることになるにもかかわらず、本件各駐車場管理契約書には原告の署名・押印がさ

れていない。 

また、Ｄ等土地の所定の区画ごとの賃貸借契約は、従来からの契約者（賃借人）

は、平成２６年２月１日以降、新規に契約を更新する場合にのみ、乙を賃貸人とす

る賃貸借契約を締結しているにすぎず、全ての賃借人との間で、賃貸人が乙に変更

になる旨の合意をしていない。 

さらに、Ｄ等駐車場管理契約書には、管理不動産の表示として、分筆された土地

が分筆される前の土地の住所が記載されていたり、「所在地」欄に幾つも誤った住

所が記載されていたりしている。 

加えて、Ｅ土地賃貸借契約に係る契約書は平成２６年１月３１日付けで作成され、

Ｅ駐車場管理契約書は同年２月１日付けで作成されているにもかかわらず、それら

の契約書の物件目録として、いずれも同年８月８日に取得した登記事項証明書が添

付されている。 

以上のとおり、本件各駐車場管理契約書には、従前の契約当事者である原告の署

名・押印がない上、内容面でも当事者であれば容易に気が付くような不審な点が

多々認められることから、本件各駐車場管理契約書は、原告を含む従前の契約当事

者が正式に関与して作成したものであるとは考えられず、それらの作成経緯につい

ては不自然な事情が認められる。 

ｇ 小括 

以上のとおり、本件各取引は、社会通念上、およそ土地から独立して取引の対象

とならない本件舗装等を贈与する本件各贈与契約や、１０年間で８０００万円を超

える多額の本件各駐車場収入を失うこととなる原告が認識すらしていない本件各使
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用貸借契約等の形式を用いた一連の取引であって、通常採られる法律的形式とは一

致しない異常なものである。本件各使用貸借契約書等の作成目的は、本件各土地の

権利関係及び利用関係を特段変更させないまま、原告の賃料収益を原告より所得の

少ない乙又は丙に分散させる形にすることで原告の所得税等や地方税の軽減を図る

とともに、原告の相続税対策の一環として、原告が所有する不動産から生ずる賃料

収益の一部を親族間で分散する形にすることにより、総体としての租税負担を軽減

させることにあったというべきである。そして、このような目的の下、本件各土地

の所有権を原告に留保したまま、その使用収益権のみを相応の対価を発生させるこ

となく一見他に移転したかのように装う方法として、乙又は丙への本件土地の使用

貸借及び本件舗装等の贈与という形式が採られたものと認められる。 

したがって、原告が本件各使用貸借契約書記載のとおり契約する意思を有してい

たとは考えられず、原告の真意に基づかずに本件各使用貸借契約書が作成されたも

のであるから、処分証書の法理における「特段の事情」が存在すると認められるべ

きであり、その記載のとおりの契約が有効に成立しているとは認められない。 

イ 仮に、本件各使用貸借契約が有効に成立していたとしても、本件各駐車場収入が原告

に帰属すること 

（ア）資産から生ずる収益は資産の真実の権利者に帰属すること 

ａ  所得税法１２条は、いわゆる実質所得者課税の原則を明らかにしているところ、

同原則の意義については、課税物件の法律上の帰属者とみられる者と真実の法律上

の帰属者とが相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきと解する見解

（法律的帰属説）が妥当であると解されている。その立場からすれば、同条の「資

産…から生ずる利益…を享受する者」とは、「資産の真実の権利者」であるという

べきであり、所得税基本通達１２－１においても、そのように取り扱われている。 

ｂ 不動産所得は、所得税法において１０種類に区分される所得の中でも最も担税力

が大きいとされる資産性所得に分類され、昭和１５年の税制改正において、不動産

所得の分類が設けられた当初から、他の所得よりも高い税率が定められていた。こ

のような不動産所得の立法経緯からすると、不動産所得は、収益の起因となる資産

の所有に着目し、当該資産を有していることに一定の担税力を見いだして設けられ

た所得区分であるといえる。したがって、所得税法１２条の解釈として不動産所得

の帰属を判断する上でも、当該資産そのものの帰属、すなわち当該資産の所有者か

ら離れて論じられるべきではないといえる。 

また、資産性所得が勤労性所得よりも担税力が大きいとされる理由は、所有者の

人的事情とは無関係に所得が安定的かつ長期に発生することにあるとされる。そう

すると、資産性所得である不動産所得における担税力を有すると評価するには、そ

のような所得の安定性や長期性を有していることが必要といえる。 

所得税法１２条の解釈により、資産性所得である不動産所得の帰属を判断する場

合には、真実の権利者である資産の所有者（所有権・自主占有）に帰属するものと

解される。 

（イ）何ら資産を有しない使用借主は、所得税法１２条の解釈において、資産の真実の権

利者に該当するとはいい難く、単なる名義人にすぎないこと 
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ａ 資産の真実の権利者にその資産から生ずる収益が帰属するのは、担税力を推定さ

せる物の真実の権利者がその収益を享受する者として担税力を有するからであり、

通常、当該資産の真実の所有者（権利者）がその収益を享受する。当該資産につい

て、例えば使用貸借又は賃貸借がされ、使用借主又は賃借人が当該資産の使用収益

権を得たからといって、直ちに、これらの者が真実の権利者として不動産所得にお

ける担税力までも有するようになると評価できないというべきである。 

そうすると、資産について使用貸借又は賃貸借がされた場合には、使用借権、賃

借権それぞれの権利の実質からみて、当該資産の真実の権利者として当該資産から

生ずる収益を享受し、担税力を有するのは誰であるかという観点から、その収益の

人的帰属を判断すべきこととなるというべきである。 

ｂ 賃貸借は、使用貸借とは異なり、民法上、期間の定めのない場合であっても、解

約申入れにより直ちに終了するのではなく、一定の期間が経過した後に終了するも

のとされ（民法６１７条１項）、特に、借地借家法の適用がある場合には、賃借人

の権利が強化されて保護されており、賃貸目的物の所有権に対する関係でも対抗す

ることができることになり、反面、所有権の権利行使が一部制約されることになる

（建物所有を目的とする土地賃貸借につき借地借家法３条、建物の賃貸借につき同

法２７条～２９条）。このような賃貸借の性質に鑑みれば、所有者から賃借した目

的物を第三者に転貸するような場合、その賃借人は、税法上も、その目的物である

資産から生ずる収益の帰属に関し、「特段の事情」がない限り、当該資産の真実の

「権利者」として、担税力を有するといえる。この場合、転貸借契約に基づいて支

払われる転貸料は、賃借人（転貸人）が有する当該土地についての賃借権の実質に

鑑みて、賃借人に帰属するというべきである。 

また、賃借権の目的となっている土地は、賃借権の設定に伴い利用等について制

約を受け、当該権利の価額に相当する分だけ土地の経済的価値が低下しているもの

とみて、課税上、賃借権の設定によって、所有者から賃借人へ、当該土地に係る権

利の一部が移転するものと評価されている。 

さらに、所得税法上も、建物又は構築物の所有を目的とする賃借権のうち、規定

された以上の対価の支払を受けるなどの一定の条件を満たすものの設定自体を、資

産の譲渡に該当するとして、その設定による所得を譲渡所得として課税する旨規定

し（所得税法３３条１項、所得税法施行令７９条）、借地権を転貸した場合の規定

を設けて（所得税法施行令１７６条、１７７条）、転貸借地権についても経済的価

値のあるものと位置付けていることからすれば、借地権者（転貸借地権者）が、当

該土地に係る権利の一部を有することが法令上明らかである。 

以上によれば、土地所有者との間で賃貸借契約を締結した場合、賃借人は、権利

金や地代（賃料）等の対価の支払により、当該土地に係る権利の一部を取得したと

いえる場合があり、そのような賃借権については、当該賃借人が土地を第三者に転

貸した場合、当該土地から生ずる収益（転貸料）は、当該土地の真実の権利者、す

なわち所有者及び賃借人に帰属するというべきである。 

ｃ 一方、使用貸借は、民法上、貸主の義務は借主が目的物を使用収益することを忍

容するという消極的なものにすぎず、借主は、その使用借権の実質が極めて弱いも
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のである上、権利金や地代（賃料）等の対価の支払等をせず、何ら資本投下をして

いない。 

また、使用借権は、人的つながりを基盤とするにすぎない極めて弱い権利である

のみならず、賃借権と異なり法律の保護が薄弱であって、相続の対象ともなり得な

い権利であるから、「特段の事情」の認められない限り、課税上その経済的価値を

有するものではないとされる（課税実務においても、使用貸借権については贈与税

の課税対象とはしていない。）。 

その上、使用貸借においては、借主は、貸主の承諾がない限り、第三者に使用貸

借の目的物を使用又は収益させることはできないとされ（民法５９４条２項）、使

用貸借の目的物を第三者に賃貸して収益を獲得するか否かは使用貸借の貸主（目的

物の所有者）が決定するものとされていることからすれば、使用借権は収益の基因

とはなり得ない。 

以上のとおり、使用貸借の目的物である資産から生ずる収益の帰属については、

資産に係る権利の一部を取得したとみられるような事情があるとは認められず、そ

のように極めて弱く経済的価値のない権利が使用借主に帰属したことをもって、使

用借主が当該資産の真実の権利者となり、その収益を享受する者として担税力を有

することとなるということはできず、当該資産から得られる所得は帰属しないと解

される。 

（ウ）所得税法１３条が、同法１２条の例外として、資産の所有と収益とが分離する場合

を定めたものであることについて 

資産性所得である信託財産に帰せられる収益の帰属についての規定である所得税法１

３条が、経済上の帰属に基づいて課税する場合に、信託法において、信託行為により受

益者として指定された者が当然に信託の利益を享受することになるにもかかわらず（信

託法８８条）、わざわざ受益者を信託財産の所有者とみなして課税するという特別の規

定を設けていることからすれば、所得の帰属に関する原則の規定である所得税法１２条

の解釈としては、資産性所得については、所有者に収益が帰属することを原則とするも

のと解するのが自然であり、課税実務の定めである所得税基本通達１２－１と整合し、

租税法律主義の観点からも、法的安定性の観点からも妥当である。 

（エ）課税実務についても、本件各駐車場収入が原告に帰属するという取扱いは定着した

ものであること 

土地を無償で借りて月ぎめによる青空駐車場として利用した場合の所得が、所有者に

帰属するとの取扱いは、現在に至るまで定着している課税実務である。 

土地所有者の承諾の下でその親族等が当該土地を駐車場として賃貸するような場合、

第一次的には、その所有者が収益を享受しているものとみるべきであるとされていると

ころ、土地所有者が当該土地について親族等の間で使用貸借契約を締結し、親族等が当

該土地を駐車場として賃貸している場合であっても、その実質は、上記の場合と異なる

ところはなく、形式上使用貸借契約を締結しているということのみをもって、当該土地

から得られる収益は必ず使用借主に帰属するものと考えることはできないというべきで

ある。 

（オ）本件各駐車場収入を得る者は、本件各土地の所有者である原告であり、乙又は丙は、
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所得税法１２条の解釈において「単なる名義人」にすぎないこと 

ａ 不動産所得は資産、物に着目して所有者の担税力を推定し課税しているところで

あり、所有者が収益を享受する者と考えられる。 

また、原告は、本件各使用貸借契約により乙又は丙に本件各土地の使用収益を許

可し、賃貸人としての契約名義を変更することにより、年間約８００万円もの収入

が１０年間にわたり無償で乙又は丙に渡ることになるが、これは、原告が、乙又は

丙に対し本件各土地を使用収益することを承認した場合の反射的効果にすぎず、乙

又は丙が本件各駐車場収入を自由に費消しているならば、それは原告から本件各駐

車場収入の贈与を受けているにすぎないものである。一般的な法形式で本件各駐車

場収入相当の金銭の贈与を受ければ、贈与税が課税されるのに対し、本件各取引に

より当初から乙又は丙に収入が帰属すると解するならば、相続税のみならず、その

補完税である贈与税の納税義務も回避することとなって、親の不動産の収益の中か

ら同額の金銭の贈与を受ける納税者との間で、課税の公平が保てなくなる。 

したがって、課税の公平という観点からも、たとえ民法上使用貸借契約により収

益が乙又は丙名義の預金口座に振り込まれたとしても、真実の権利者である土地所

有者の原告が収益を享受した者であり、乙又は丙は原告から二次的に贈与を受けた

にすぎない。 

ｂ 本件各土地は、いずれも原告が所有するものであり、その収益に係る全ての業務

は、全面的に本件各不動産管理業者に委任していたのであって、原告から乙又は丙

に契約変更された後も、その状況に変化はなく、乙又は丙が自ら行う業務は見当た

らない。 

Ｄ等土地の各賃借人との間の賃貸借契約（自動車保管場所使用契約）においても、

それらの契約書の作成は本件各不動産管理業者と各賃借人との間で行われ、原告や

乙又は丙は署名・押印の必要すらないのである。 

したがって所得税法１２条に規定する「収益を享受する者」は原告であり、乙又

は丙が収受した本件各駐車場収入は、原告が乙又は丙に本件各土地を使用収益する

ことを承認したことの反射的効果にすぎないことからすると、乙又は丙は、所得税

法１２条の解釈において、単なる名義人にすぎない。 

（カ）小括 

以上によれば、仮に、本件各使用貸借契約が有効であったとしても、本件各使用貸借

契約の実質からみて、本件各駐車場収入が誰に帰属しているかを判断すべきであり、本

件の事実関係の下では、本件各土地の真実の権利者である原告に帰属すると認められる。 

（原告の主張） 

ア 本件各使用貸借契約が有効に成立したと認められること 

（ア）原告が本件各使用貸借契約書の内容を認識しており、本件各使用貸借契約書は真正

に成立したものと認められること 

ａ 原告が本件各使用貸借契約書の内容を十分認識していたこと 

（ａ）被告は、①原告が本件調査の際、本件調査担当者に対し、本件各使用貸借契

約書について知らない旨述べるなどしていたこと、②本件各土地をめぐる一連

の取引又は行為は、乙から相続対策の相談を受けていた本件税理士法人が企図
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したものであること等からすると、原告は、本件各使用貸借契約書の具体的な

内容を知らされないまま乙から本件税理士法人が作成した本件各使用貸借契約

書のひな型への署名・押印を求められ、その記載内容を一切確認せずに言われ

るがままこれに応じており、民事訴訟法２２８条４項の推定の基礎を欠く旨主

張する。 

しかし、上記①については、原告の本件調査時の対応をもって、その１年

半以上前にされた本件各使用貸借契約締結当時の意思がなかったとはいえな

いし、原告が本件調査時、近時記憶に減退がみられ、認知能力に問題があっ

たことも考慮に入れなければならない。そして、原告の本件各使用貸借契約

締結当時の意思能力に疑問を差し挟むような事情は何ら立証されていない。 

また、被告は、原告が本件調査の際、本件各使用貸借契約書について知ら

ないと述べていた旨主張するが、仮に、そのとおりの事実があったとの前提

に立ったとしても、本件調査担当者の発問をどのように理解し、どのような

意図で回答したのかは分からない。 

上記②については、本件税理士法人が原告の相続対策の助言、指導等を行

っており、その中で本件各使用貸借契約を締結するよう助言することがあっ

たとしても、本件各使用貸借契約書への署名・押印は、原告が了承して行っ

たものである。また、乙が本件税理士法人と原告との連絡を取り次いだり、

相続対策を主導したりしていたとしても、原告が本件各使用貸借契約書の具

体的内容を知らされないまま、その記載内容を一切確認せずに署名・押印を

したものではなかった。 

（ｂ）原告の本件各使用貸借契約書作成当時（平成２６年１月）の認識についてみ

ると、乙が平成２５年１１月１８日に丁税理士に話していたように、意思能力

に問題はなく、自らの相続に関する意向を外部に明確に表明していたし、印章

や本件各土地を管理していたし、主体的に本件各使用貸借契約の締結に取り組

んでいた。さらに、原告は、平成２６年３月、本件確定申告をする際、本件各

土地からは平成２６年１月以降不動産所得がないことを前提とする行動をとっ

ていたから、本件各土地の賃貸の主体が移っていることを認識し、了承してい

たし、本件調査担当職員に対し、乙又は丙に代わって固定資産税等の負担をし、

その代わりに本件各土地を無償で貸していると認めていたのであるから、本件

各使用貸借契約の内容が使用貸借であることを十分認識していたのである。 

これらの事情によれば、原告は、自らの行為を十分に認識した上で、本件

各土地の管理・経営を乙又は丙に委ねるため、本件各使用貸借契約の締結や

不動産管理に関する契約の変更に取り組んでいたと認められる。 

ｂ 原告のみならず、関係者が本件各取引を前提に行動していたこと 

本件各使用貸借契約が有効であることは、原告のみならず、原告の周囲の関係者

である乙、丙、丁税理士、Ａ、Ｂが、いずれも本件各使用貸借契約を含む本件各取

引が有効なものであることを前提に行動していたことからも裏付けられる。 

これに対し、被告は、本件各土地の駐車場管理業務について、全面的に本件各不

動産管理業者に委任していたので、乙又は丙が行う業務は見当たらない旨主張する
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が、７０数台の自動車を駐車する駐車場を取り扱っていれば、本件各不動産管理業

者の担当者だけでは判断することができない種々の問題が発生し、乙又は丙はその

対応を求められるなどしていた。 

また、乙又は丙が本件各駐車場収入を得ていたのは、実質上も本件各土地の駐車

場管理業務を行っており、本件各駐車場収入を形式的にも実質的にも得られる立場

にあったからである。被告は、乙又は丙が本件各駐車場収入を得ていたことにつき、

反射的効果によるものである旨主張するが、被告の主張は失当である。 

ｃ まとめ 

以上によれば、原告が本件各使用貸借契約書の内容を認識していなかったという

ことはあり得ず、その内容を十分に認識していたからこそ、本件確定申告時、自ら

の申告内容を当然なものとして考えていたのである。本件各使用貸借契約書は真正

に成立している。本件各使用貸借契約書について民事訴訟法２２８条４項の推定の

基礎を欠くとする被告の主張は失当である。 

（イ）本件各使用貸借契約について処分証書の法理にいう「特段の事情」は認められない

こと 

ａ 原告は、高齢となり、乙又は丙に、自宅から離れた本件各土地の駐車場経営を委

ねるべく、平成２６年１月、本件各使用貸借契約を締結し、乙又は丙は、以後本件

各土地を管理してきた。 

これに関し、原告がいわば相続税対策をとったことと、乙又は丙に駐車場の管理

を委ねたこととは、区別して理解する必要がある。そして、相続税対策としては、

本件各使用貸借契約によって、不動産所得の帰属を変えることで、原告の手元に残

る現金・預貯金が減少し、将来相続発生時に課される相続税が軽減されるという意

味がある。しかし、原告は、本件各土地のほかにもガソリンスタンド用に賃貸して

いる不動産等による賃料収入を得ており、それに比べると本件各土地の賃貸によっ

て得られる賃料収入は年間２００万円余りにすぎなかった。しかも、所得税の納税

額でいえば、原告による所得として申告するか、乙又は丙で申告するかで、基本的

には変わらない。 

他方、原告は、本件各土地に余り思い入れがなく、自宅から離れているのに実際

に見て回ったり、本件各不動産管理業者や多数の賃借人との間で生ずる細かい事象

をやり取りしたりすることが面倒となってきていたため、相続人予定者である乙又

は丙に駐車場管理業務を引き継ぐことを意図したものであった。したがって、本件

各土地の賃貸人の変更は、相続税対策とは異なる原告の意図が働いていたのである。 

原告が本件各使用貸借契約を締結したことは、法的に何ら問題がない行為であり、

民法上の選択可能性を濫用して税負担の軽減を図る租税回避事案ではないのであっ

て、処分証書の法理にいう「特段の事情」がある場合には当たらない。 

ｂ 被告の主張について 

（ａ）被告は、本件各贈与契約が民法上無効な契約であることを不自然であると主

張する。しかし、税法上は、土地と土地上の構築物とを別々に償却させるなど

区々に扱うことがあるのであるから、不自然な事情とはいえず、処分証書の法

理にいう「特段の事情」とはならない。 
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（ｂ）被告は、本件各駐車場管理契約において、原告が当事者となっていないこと

を不自然な事情であるとし、処分証書の法理にいう「特段の事情」に該当する

旨主張するが、本件各不動産管理業者は、本件各駐車場管理契約を締結するに

当たり、本件各駐車場管理契約書に新たに委任者となる乙又は丙の署名・押印

がされればよく、委任者ではなくなる原告の署名・押印は必要なかったのであ

るから、それが不自然であるとはいえない。 

（ｃ）被告は、原告や乙又は丙が本件各取引を採用した目的が所得税等及び相続税

の負担を免れる目的であったことを主張し、処分証書の法理にいう「特段の事

情」が認められる旨を主張する。 

しかし、法律効果を発生させる効果意思と契約締結の動機・目的とは理論

的に別であり、仮に、租税負担を伴わないか、租税負担が軽減されることを

動機・目的として何らかの契約を締結する場合、その動機・目的がより達成

可能な民法上の契約類型を選択し、その効果意思を持つことは、自然なこと

であり、かつ、合理的なことであるといえる。そうすると、契約当事者が作

出した契約の形式について、これと異なる効果意思の存在を推認することは、

契約当事者の意思を離れて、その動機・目的のみに着目して課税することに

なり、契約当事者が行った契約を法的根拠なく否定する結果となる。 

本件において、原告や乙又は丙が本件各取引を採用した動機・目的は、課

税の根拠となる契約の解釈に持ち込むべきではなく、被告の上記主張は失当

である。 

ｃ まとめ 

以上によれば、本件各使用貸借契約書について、処分証書の法理にいう「特段

の事情」は認められず、その記載どおりの契約が有効に成立したと認められる。 

イ 本件各使用貸借契約は有効に成立しており、本件各駐車場収入は原告に帰属しないこ

と 

（ア）実質所得者課税の原則について 

ａ 課税物件の帰属に関し、所得税法１２条が明らかにしている実質所得者課税の原

則の適用が問題となるのは、名義と実体、形式と実質が一致しない場合である。 

実質所得者課税の原則の意義については、課税物件の法律上の帰属につき、その

形式と実質とが相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきと解する見

解（法律的帰属説）が通説とされている。法律的帰属説によれば、所得の帰属の判

定に当たって、契約の締結等の法律的な事実だけが真実の権利者の蓋然的様相を示

す事実として決定的な意味を持つのではなく、経済的利得の実現の管理支配という

経済的な事実でも真実の権利者の蓋然的様相を示す事実になり得ると考えられる。

ただし、実際に所得の人的帰属を判定する場合、法律的な事実であれ経済的な事実

であれ、できるだけ客観的かつ明白な事実に即して事実認定を行わなければならな

い。 

そうすると、所得税法１２条の規定の文理解釈としては、「単なる名義人」は法

律上（民法上）の名義においてのみ権利の主体として表明されている者を示し、

「これ（収益）を享受する者」は法律上（民法上）真実に収益を収受する権利を有
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する者としての蓋然的様相を呈している者を意味すると解すべきである。 

ｂ 被告は、所得税法１２条の解釈により、資産性所得である不動産所得の帰属を判

断する場合には、真実の権利者である資産の所有者（所有権・自主占有）に帰属す

る旨主張する。 

しかし、不動産所得とは、不動産等の貸付けによる所得であり（所得税法２６

条）、ここにいう不動産等の貸付けには、地上権又は永小作権の設定その他他人に

不動産等を使用させることが含まれる。そして、乙又は丙が本件各土地を貸し付け

ており、本件各駐車場収入を得ることになる。また、乙又は丙が本件各土地という

資産に対する事実上又は実質上の排他的支配を及ぼしているのである。 

ｃ 被告は、使用借権が経済的に無価値であるとして、収益の基因となり得ない旨も

主張する。しかし、被告の上記主張は、使用借権に資産としての価値があるか否か

という問題と、使用借権に不動産所得を生ずる収益収受権があるか否かという問題

を混同するものであって、失当である。 

（イ）本件が実質所得者課税の原則の適用場面でないこと 

本件についてみると、乙又は丙は、本件各使用貸借契約により本件各土地を無償で借

り受け、本件各土地の利用者たる賃借人に対し、本件各土地を賃貸していたから、本件

各駐車場収入の帰属についての法律上の名義は乙又は丙にある。 

そして、本件各駐車場収入の帰属を実質に即して判定すると、乙又は丙が本件各土地

の駐車場管理業務をし、賃貸借契約や賃貸借契約を変更する契約を締結したり、管理費

用を本件各不動産管理業者に支払ったりしており、本件各土地から得られた利益を原告

に還流させることもなかった。本件各駐車場収入は、その実質をみても、乙又は丙に帰

属していたことになる。 

また、本件において、担税力、すなわち税負担を受け持つことができる能力を有して

いる者は、本件各駐車場収入を得ていた乙又は丙というほかない。 

以上によれば、本件各駐車場収入は、形式と実質のいずれも乙又は丙に帰属するので

あり、原告に帰属することはなく、被告のいう実質所得者課税の原則に照らしても、本

件各駐車場収入が原告に帰属することはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件訴えのうち、本件通知処分の取消請求に係る部分の適法性）について 

（１）更正処分と通知処分 

原告は、本件訴えにおいて、本件更正処分の取消しを求めるとともに、本件通知処分の

取消しを求めている。 

更正処分は、納税者の提出した納税申告書について、税務署長が、課税標準、税額等が、

その調査した結果と異なる場合に、調査により得た資料等に基づき、課税の要件に係る事

実を全体的に見直し、申告された税額をも含め、納税義務の総額を確定することを目的と

して上記の課税標準、税額等を更正するものであり、増額更正処分は、単に申告された税

額に対し、更正された税額との差額分の税額を追加するものではなく、申告により一応確

定した税額を変更し、申告された税額を含めて納税者の納税額の総額を確定するものと解

される。他方、通知処分は、納税者の申告による税額の減額等を求める更正の請求に対し、

減額更正処分をしない旨の処分であり、申告された税額等について減額しないことを確定
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させる効果を有するものである。 

そうすると、増額更正処分と通知処分は、いずれも所得税の納税義務の確定に関わる処

分であるところ、通知処分は、申告された税額の減少のみに関わるのに対し、増額更正処

分は、納付すべき税額全体に関わり、実質的には申告された税額を正当でないものとして

否定し、これに増額変更を加えて税額の総額を確定するものであるから、増額更正処分の

内容は、減額更正処分をしない旨の通知処分の内容を包接する関係にあるということがで

きる。 

したがって、増額更正処分と通知処分がされた場合、税額等を争う納税者は、これらの

処分の前後を問わず、増額更正処分の取消しを求める訴えを提起して争うことにより、税

額の全体を争うことができるのであって、これと別個に通知処分を争う利益を有しないも

のと解すべきである。そして、このように解することが、同一の所得税の納税義務に関わ

る両処分の訴訟が別個に係属することにより生ずる審理判断の重複、抵触を避けるために

も相当である。 

（２）本件について 

本件においては、平成２６年分の所得税について、増額更正処分（本件更正処分）と通

知処分（本件通知処分）がされているところ、原告は、本件訴えにおいて、本件更正処分

の取消しを求めているのであるから、本件通知処分の取消しを求める利益はないことにな

る。 

したがって、本件訴えのうち、本件通知処分の取消しを求める部分は、訴えの利益がな

く、不適法なものであり、却下を免れない。 

２ 争点（２）（本件訴えのうち、本件更正処分のうち更正の請求額を超えない部分の取消請求

に係る部分の適法性）について 

（１）申告納税方式及び更正の請求の制度の趣旨等 

所得税のような申告納税方式による国税は、その納付すべき税額が納税者のする申告に

より確定することを原則とするものであるところ（国税通則法１６条１項１号、同条２項

１号、所得税法１２０条）、そのような国税につき納税者において申告により自ら確定さ

せた税額等が過大であるとするときは、一定期間に限り、税務署長に対して、その申告に

係る課税標準等又は税額等につき税務署長において更正をすべき旨の請求（更正の請求）

をすることができ（国税通則法２３条１項）、納税者がこのような更正の請求をしようと

する場合には、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等やその更正の請求をする理

由等を記載した更正請求書を税務署長に提出すべきものとされており（同条３項）、税務

署長は、そのような更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等

について調査した上で、納税者に対し、更正処分又は通知処分をすることとされている

（同条４項）。 

このように、申告納税方式による国税について、その申告に係る課税標準等又は税額等

の誤り等の是正が更正の請求という特別の方式によるべきものとされているのは、課税標

準等や税額等の確定を最もその事情に通じている納税者自身の責任による申告に基づいて

するものとされた国税については、その誤り等の是正は法律が特に認めた場合に限ること

が、租税法律関係を早期に安定させるという要請に沿うものである上、納税者に対しても

過当な不利益を強いるおそれがないといえるからであると解される（最高裁昭和●●年
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（●●）第●●号同３９年１０月２２日第一小法廷判決・民集１８巻８号１７６２頁参

照）。 

以上のような申告納税方式及び更正の請求の制度の趣旨に照らせば、更正の請求が当初

の申告に係る税額等の一部を限度としてされた場合には、納税者において国税通則法２３

条４項に従って税務署長がした更正処分につき不服があったとしても、当該処分に係る課

税標準等又は税額等のうち当該更正の請求に係るところを超えない部分については、納税

者において自らの申告によりこれを確定させたもので、その是正のため法律の特に設けた

手続をとっていない以上、納税者にとって当然に不利益なものであるということはできず、

その取消しを求めることを許すべきものとして不服申立て又は訴えの利益があるというこ

とはできないものというべきである。 

（２）本件について 

前記前提事実（７）、（９）のとおり、原告は、不動産所得の金額を１８８７万３８７

６円、納付すべき税額（予定納税額控除前のもの）を５０１万４２００円とする本件確定

申告をした上で、これについて、その請求に係る更正後の不動産所得の金額を１８０４万

５４９１円、納付すべき税額（予定納税額控除前のもの）を４７２万７６００円とする本

件更正請求をしたものであり、当該更正の請求に係るところを超えない部分については、

原告が自らの申告によりこれを確定させたものであって、その取消しを求めることを許す

べきものとして訴えの利益があるということはできない。 

原告は、本件各処分に対する審査請求における手続において、更正の請求における不動

産所得の金額、納付すべき税額（予定納税額控除前のもの）と異なる金額を主張する意見

を陳述したとするが、その陳述をもって、自らの申告により確定させたものの是正のため

法律の特に設けた手続をとったということはできず、上記結論を左右しない。 

よって、本件訴えのうち、更正の請求額を超えない部分の取消請求に係る部分は、訴え

の利益を欠く不適法なものであり、却下を免れない。 

３ 争点（３）（平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属するか否か）について 

（１）認定事実 

前記前提事実に加え、掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 平成２６年１月までの本件各土地の利用状況 

（ア）Ｄ等土地 

ａ 賃貸借契約 

原告は、平成１６年頃以降、複数の個人又は法人との間で、Ｄ等土地を所定の区

画ごとに駐車場として賃貸する旨の契約を締結した（前記前提事実（２）ア、イ、

ウ（ア）・（イ））。 

ｂ 駐車場管理契約 

原告は、平成１６年５月頃以降、Ａとの間で、Ｄ等土地の駐車場管理契約を締結

した（前記前提事実（２）ウ（イ））。 

（イ）Ｅ土地 

ａ 賃貸借契約 

原告は、平成１５年１月２３日、Ｆとの間で、Ｅ土地をＦの職員の駐車場用地と

して賃貸する旨の契約を締結した（前記前提事実（２）ア、イ、エ（ア）・
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（イ））。 

ｂ 駐車場管理契約 

原告は、平成１５年１月２３日、Ｂとの間で、Ｅ土地の駐車場管理契約を締結し

た（前記前提事実（２）エ（イ））。 

（ウ）本件各駐車場収入の額等 

Ｄ等土地から得られる１か月当たりの賃料収入の額は、平成２６年１月当時、約５０

万円であった。また、Ｅ土地から得られる１か月当たりの賃料収入の額は、同月当時、

１９万９０００円であった。（甲４の１～３、６、乙４） 

イ 本件税理士法人に対する相談等 

（ア）本件税理士法人に対する相談 

乙は、原告の自宅と同じ敷地にある別棟の建物に居住しているが、平成２５年頃、原

告から、原告の資産の管理や相続に関心を持っている旨の話を聞くようになったことか

ら、同年１１月１８日、原告の意向を受けて、本件税理士法人の丁税理士を訪問し、原

告が所有する不動産に関する租税や相続税の節税対策について、相談をした（前記前提

事実（４）、甲１９の１・２、２３、証人乙）。 

乙は、丁税理士との上記相談において、原告（当時８●歳）のことを「すごくしっか

りしている」と表現し、原告が「少し相続対策にやる気を出しているが、自分が税理士

に会うのはちょっと嫌」という意向であることや、原告が「遺言作成を嫌がっている」

ことを伝えた（甲１９の１・２、２３、証人乙）。 

丁税理士は、乙からの上記相談に対し、原告の財産が今後増加すると、乙又は丙が原

告の財産を相続する際、相続税を納付するために原告所有の土地の一部を売却しなけれ

ばならないかもしれないとして、乙又は丙が本件土地を借りて駐車場の管理・経営をし、

その収入を得ることを助言した（証人乙）。 

（イ）乙は、原告に対し、上記（ア）の丁税理士からの助言の内容を伝え、乙又は丙が原

告から本件各土地を借り、駐車場の管理・経営することを提案したところ、原告は、十

分検討した上で、その提案を了承した（原告は、一家の家長という意識が強く、自分が

納得しないと何もしないという行動傾向があった。）（証人乙）。 

（ウ）乙は、原告の了承を得たことから、丁税理士に対し、上記（ア）の助言に沿って手

続を進めることを伝え、丁税理士は、必要となる各種の契約書を作成するためのひな型

を用意し、乙に交付した（証人乙）。 

ウ 本件各取引 

（ア）本件各使用貸借契約書 

原告と乙を作成者とする、平成２６年１月２５日付けの、Ｄ等土地についての「使用

貸借契約書」と題する契約書（Ｄ等土地使用貸借契約書）が存在する。また、原告と丙

を作成者とする、同日付けの、Ｅ土地についての「使用貸借契約書」と題する契約書

（Ｅ土地使用貸借契約書）が存在する。これらの契約書の原告の署名・押印は真正なも

のである。（前記前提事実（３）ア・イ） 

本件各使用貸借契約書（Ｄ等土地使用貸借契約書及びＥ土地使用貸借契約書）には、

いずれも、原告が、本件各土地を、平成２６年２月１日から１０年間、各年の固定資産

税等の合計額相当額を１２で除した金額を月額の賃料として、乙又は丙に賃貸し、乙又
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は丙は、原告の承諾により本件各土地を転貸又は使用借権譲渡を行うことができる旨が

記載されており、原告及び乙又は丙の署名・押印がある（前記前提事実（４）ウ）。 

（イ）本件各贈与契約 

原告は、平成２６年１月２５日、乙又は丙との間で、Ｄ等土地上に敷設されたアスフ

ァルト舗装・車止め・フェンス又はＥ土地上に敷設されたアスファルト舗装（本件舗装

等）を贈与する旨の各贈与契約（本件各贈与契約）を締結した（前記前提事実（５）

ア）。 

なお、本件各贈与契約書には、贈与物件（本件舗装等）上において営む「駐車場賃貸

借契約」については、乙又は丙がその地位を引き継ぐこととし、原告は、「当該賃借人

各人からの預り保証金全額」を乙又は丙に現金で引き渡した旨の記載がされており、原

告と乙又は丙の署名・押印がされていた。また、本件各贈与契約書は、いずれも大阪法

務局枚方出張所による平成２６年１月２７日付けの確定日付が付された。（前記前提事

実（５）イ、乙８の１・２、３３の１・２、証人乙） 

乙又は丙は、本件各贈与契約の後、本件舗装等の贈与を受けたとして、贈与税の申告

をした（乙１６、証人乙）。 

（ウ）本件賃貸借契約及び本件各駐車場管理契約 

ａ Ｄ等土地 

乙は、平成２６年２月１日以降、Ｄ等土地の各区画の賃借人が賃貸借契約の更新

又は変更をする際、それらの賃借人との間で、賃貸人を乙とする旨のＤ等土地賃貸

借契約を締結した（前記前提事実（６）ア（ア））。 

また、乙は、平成２６年１月３０日付けで、Ａとの間で、委任者を原告としてい

たＤ等土地の駐車場管理契約（上記ア（ア）ｂ）について、同年２月１日以後、委

任者を乙に変更し、賃料等の振込先を乙名義の預金口座に変更する旨のＤ等駐車場

管理契約を締結した（前記前提事実（６）ア（イ））。 

ｂ Ｅ土地 

丙は、平成２６年１月３１日、Ｆとの間で、Ｅ土地の賃貸人を丙、賃借人をＦと

し、賃貸借期間を同年２月１日から２年として以後２年ごとに更新する旨のＥ土地

賃貸借契約を締結した（前記前提事実（６）イ（ア））。 

また、丙は、平成２６年２月１日、Ｂの間で、委任者を原告としていたＥ土地の

駐車場管理契約（上記ア（イ）ｂ）について、同日から、委任者を丙に変更し、賃

料等の振込先を丙名義の預金口座に変更する旨のＥ駐車場管理契約を締結した（前

記前提事実（６）イ（イ））。 

エ 平成２６年２月以降の本件各土地の賃貸借について 

（ア）本件各不動産管理業者は、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入を乙又は丙の銀

行口座に振り込むようになった。また、乙又は丙は、同月以降、原告に対し、本件各使

用貸借契約書で定められた金員（固定資産税等相当額）を振り込むようになった。（甲

４の２・３、７、２２、２３、証人乙） 

（イ）Ａの担当者は、Ｄ等土地の各区画の賃借人に対し、平成２６年２月１日を変更期日

として、Ｄ等土地の賃貸借契約において、賃貸人が原告から乙に変更した旨を知らせる

「貸主変更のお知らせ」と題する書面を配布した。上記書面には、作成日付として「平
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成２６年２月吉日」、「変更内容」として、「既・貸主：甲」、「新・貸主：乙」、

「変更期日：平成２６年２月１日」などと記載されている。（前記前提事実（６）ア

（ア）、甲２１の５） 

（ウ）Ａの担当者は、平成２６年２月以降、月に１度、精算報告のため、乙を訪れるよう

になった（甲４の２・３、甲２１の１、甲２３、証人乙）。 

（エ）Ａの担当者は、平成２６年２月頃、Ｄ等土地の賃借人から監視カメラの設置等の要

望がされたことを受け、乙に対し、監視カメラを設置するかどうかについて相談をした

（甲２１の３、２３、証人乙）。 

（オ）Ａの担当者は、平成２６年４月、消費税率が８％に引き上げられたことに伴い、Ｄ

等土地の賃料額を増額するか否かについて、乙に相談をし、乙は、賃料額を維持すると

の判断をした（甲２３、証人乙）。 

（カ）Ａの担当者は、平成２６年２月以降、上記（エ）、（オ）のほか、Ｄ等土地の駐車

場管理業務のうち、賃貸人の判断が必要な事項については、乙に相談をしていた（甲２

１の３・４、２３、証人乙）。 

オ 平成２５年分の確定申告 

原告は、平成２５年当時、本件各土地のほかにも賃貸用の不動産を所有して賃料収入を

得ており、平成２６年３月にした平成２５年分の所得税等の確定申告において、不動産

の賃料収入の合計額として２８６８万６０９６円（うち、本件各駐車場収入の合計額は

８５５万５４００円）を申告した（乙７）。 

カ 本件確定申告 

（ア）Ｇ農協の確定申告相談 

原告は、平成２７年１月頃、Ｇ農業協同組合（以下「Ｇ農協」という。）が実施する

「確定申告相談受付」を申し込み、同年２月４日、同相談受付のため、確定申告に必要

な書類を持参し、１人でＧ農協山田支店を訪問し、Ｇ農協の職員の援助を得て、平成２

６年分の確定申告書（本件確定申告書）を作成した（甲１３の１・２、１４の１・２、

証人乙）。 

（イ）本件確定申告書の提出 

原告は、平成２７年３月９日、平成２６年分の所得税等について、別表「課税の経

緯」の「確定申告」欄のとおりの金額等を記載した本件確定申告書を枚方税務署長に提

出した。原告は、本件確定申告の際に提出した収支内訳書の「不動産所得の収入の内

訳」欄において、本件各土地の賃貸契約期間が、いずれも平成２６年１月の１か月間で

あるとして不動産所得に係る収入を算定していた。（前記前提事実（７）） 

キ 本件調査 

（ア）平成２７年９月８日の面談 

本件調査担当者は、平成２７年９月２日、原告に電話をかけ、原告の自宅における調

査（実地の調査）を実施する旨通知して日程調整をした上で、同月８日、原告の自宅を

訪問し、原告と面談をした（乙１９）。 

本件調査担当者は、平成２７年９月８日の面談において、原告から本件確定申告に関

する資料の提示を受け、原告に対し、原告が所有する不動産の利用状況等について質問

した。原告は、乙又は丙が居住用として利用している土地建物については無償で貸して
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いる旨答えたが、本件確定申告において本件各駐車場収入を平成２６年１月までしか計

上していないことについては、「同年２月以降の本件各駐車場収入は、乙又は丙が自ら

の収入であるとして確定申告をしたことは知っていたが、詳しいことは分からない」旨

答えた。（乙１６、１９） 

本件調査担当者は、原告から提示された資料の中に、「平成２６年 甲様へ支払う地

代」との標記がされ、乙又は丙が原告に支払う本件各土地の「賃料」（本件各土地の固

定資産税等の年額を１２で除して１か月ごとの額を算定したもの）を算定した結果を記

載した書面（平成２６年１月２５日付け及び同年５月２４日付けのもの２通）があり、

それらの書面には、いずれも「土地使用貸借契約書より」との記載があったことから、

原告に対し、その「土地使用貸借契約書」の提示を求めたところ、原告は、同契約書の

存在は知らず、そのような契約書に押印した記憶もない旨述べた（乙１５、１９）。 

また、本件調査担当者は、同書面の右下部分に「税理士法人Ｃ」との記載があったこ

とから、原告にその説明を求めたところ、原告は、その時期の記憶は曖昧であるとした

上で、平成２４年１２月から平成２５年１月にかけて入院したことを契機に、乙が弁護

士等に相続対策のための相談をした旨や、本件各駐車場収入について、乙又は丙の名前

で申告してもよいとの助言があったことを乙から聞いた旨述べた（乙１６、１９）。 

本件調査担当者は、原告に対し、本件各駐車場収入が原告に帰属する旨を伝え、それ

を前提として申告することについて検討するよう依頼した（乙１９）。 

（イ）平成２７年９月１４日の電話等 

本件調査担当者は、平成２７年９月１４日、原告に電話をかけ、本件各駐車場収入が

原告に帰属することが認められる旨を伝え、その説明をしたいので税務署を訪問するよ

う依頼し、その来署時、本件各土地の使用貸借契約書及び本件各土地の賃貸借について

の収支報告書を持参するよう依頼した。これに対し、原告は、本件調査担当者に対し、

①乙が税理士に聞いて申告を行っている旨、②乙から言われるままに申告をした旨、③

使用貸借契約書に押印した記憶はなく使用貸借契約書も原告の手元にない旨を述べた。

（乙１６、１９） 

乙は、平成２７年９月１４日、上記の電話の直後に、本件調査担当者に電話をかけ、

①本件各土地について、原告から乙又は丙に本件舗装等の贈与があったことを受けて本

件各駐車場収入を乙又は丙の収入として申告している旨、②原告に対して地代を支払っ

ている旨、③本件舗装等について贈与税の申告をしている旨、④それらは税理士に聞い

て行っている旨を述べ、また、⑤先日（同月８日）の調査のときに本件各土地の使用貸

借契約書を用意していた旨述べた。これに対し、本件調査担当者は、乙に対し、本件各

土地についての使用貸借契約書の写し等を提出するよう依頼した。（乙１９、証人乙） 

（ウ）平成２７年９月１６日の資料提出 

乙の妻は、平成２７年９月１６日、枚方税務署を訪れ、本件調査担当者に対し、本件

各使用貸借契約書の写しを提出した（乙１９）。 

（エ）平成２７年１０月２０日の面談 

本件調査担当者は、平成２７年１０月２０日、原告の自宅を訪問し、原告及び乙と面

談した。 

乙は、その際、本件調査担当者に対し、平成２６年２月以降、本件各土地における賃
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貸借契約の賃貸人を原告から乙又は丙に変更しており、本件各駐車場収入は乙又は丙の

収入であることは明らかであるから、その収益は乙又は丙に帰属する旨を述べた。 

また、原告は、その際、本件調査担当者に対し、本件各使用貸借契約、本件各贈与契

約、本件各駐車場管理契約等について、「分からない。」、「２、３日前のことも忘れ

ている。」旨の回答をすることがあった。（甲２３、乙１６、１９、証人乙） 

（オ）平成２７年１１月２４日の面談 

本件調査担当者は、平成２７年１１月２４日、原告の自宅を訪問し、原告と面談した。

乙は、その面談中、本件調査担当者に電話をかけ、本件調査担当者から本件各駐車場収

入が原告に帰属する旨伝えられると、本件税理士法人を税務代理人とする旨申し出た

（乙１９）。 

（カ）平成２７年１２月１日の資料提出等 

本件税理士法人は、平成２７年１２月１日、枚方税務署長に対し、原告を依頼者とし、

税務代理の対象となる税目を所得税等、対象となる年分を平成２４年分から平成２６年

分までとする税務代理権限証書を提出した（甲１５、乙１７）。 

以後の本件調査については、本件調査担当者と丁税理士との間でやり取りがされた

（乙１９）。 

（２）本件各使用貸借契約書の真正な成立の有無について 

ア 原告は、平成２６年１月まで本件各土地の賃貸人として本件各駐車場収入を得ていた

ところ、同年２月以降の本件各駐車場収入については、本件各使用貸借契約等により、

賃貸人が乙又は丙になり、本件各駐車場収入は乙又は丙に帰属するものとして本件確定

申告をしているから、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属するか否か

を検討するに当たり、本件各使用貸借契約が成立したか否かが問題となる。 

そして、本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真正なものであるから（上記認定

事実ウ（ア））、民事訴訟法２２８条４項によれば、本件各使用貸借契約書の原告作成

部分は真正に成立したものと推定されることになる（なお、乙又は丙の作成部分が真正

に成立したものであることは弁論の全趣旨により認められる。）。これに対し、被告は、

原告が本件各使用貸借契約書の内容を全く認識していなかったと認められるから上記推

定は働かず、本件各使用貸借契約書は真正に成立しておらず、本件各使用貸借契約も成

立していない旨主張する。 

そこで、以下では、原告が本件各使用貸借契約書の内容を全く認識していなかったとし

て本件各使用貸借契約書が真正に成立したとの推定が働かないといえるか否かについて

検討する。 

イ 原告が本件各使用貸借契約書の内容を全く認識していなかったか否か 

（ア）本件調査時の原告の対応等から、原告が本件各使用貸借契約書の内容を認識してい

なかったと認められるか否か 

被告は、前記第２の５（３）（被告の主張）ア（ア）ｂのとおり、①原告が、平成２

７年９月頃の本件調査の際、本件調査担当者に対し、平成２６年２月以降の本件各駐車

場収入を乙又は丙が自らの収入として申告をすることとなった経緯等の詳しいことは分

からない旨の回答をした上、本件各使用貸借契約書について一貫して知らない旨を述べ

ていたことからすると、本件各使用貸借契約書の作成及び存否を認識していなかったと
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認められ、②本件各取引が、本件税理士法人が企図したものであり、本件税理士法人が

本件各使用貸借契約書のひな型を用意したものと認められることからすると、原告は、

乙から本件税理士法人が作成した本件各使用貸借契約書のひな型への署名・押印を求め

られ、その記載内容を一切確認せず、言われるがままこれに応じたことが強く推認され

る旨主張する。そこで、以下検討する。 

ａ 本件各使用貸借契約書への署名・押印の際の状況 

原告は、平成２６年１月頃当時、８●歳であったが、意思能力に特段の問題はな

かったところ（前記前提事実（１）ア）、上記認定事実イ（ア）～（ウ）のとおり、

本件各使用貸借契約書の作成を含む本件各取引は、原告の意向を受けた乙が丁税理

士の助言に基づいて主導的に進めたものであるが、本件各使用貸借契約書の内容、

原告が多数の不動産を所有し賃料収入等を得ていたこと、原告の行動傾向等に照ら

しても、乙が、原告に対し、本件各取引を進めるに当たって、その内容について何

らの説明をせず、又はその内容について全く理解をさせないまま、本件各使用貸借

契約等の契約書に署名・押印させたとは考え難く、また、原告が、本件各使用貸借

契約書の内容を理解せず、確認もしないまま署名・押印をしたとも考え難い。 

ｂ 本件確定申告における原告の行動 

また、上記認定事実カ（ア）・（イ）のとおり、原告は、平成２７年２月４日、

Ｇ農協が実施する「確定申告相談受付」のため１人でＧ農協山田支店を訪問して確

定申告書（本件確定申告書）を作成しており、本件確定申告において、本件各土地

の賃貸契約期間が平成２６年１月の１か月間であるとして不動産所得に係る収入を

算定しているから、平成２７年２月４日には、平成２６年２月以降の本件各駐車場

収入が原告に帰属していなかったことを認識していたと認められる。 

ｃ 被告の主張（上記①）について 

被告の主張（上記①）については、上記認定事実キ（ア）・（イ）・（エ）のと

おり、原告は、平成２７年９月８日に行った面談や同月１４日に受けた電話におい

て、本件各土地の使用貸借契約書の存在は知らず、そのような契約書に押印した記

憶がないなどと述べたことや、同年１０月２０日に乙とともに受けた面談において、

本件各使用貸借契約書等についての質問に対し、「分からない」などと述べたこと

が認められる。 

しかし、原告が本件調査において受けた面談や電話は、本件各取引がされたとさ

れる平成２６年１月頃から１年７か月以上も経過した後のものであった。 

また、㋐乙は、原告が平成２７年９月８日の面談の後、「税務署の人が急に来て

怒られたじゃないかと言っていた。」と証言しており（証人乙）、㋑本件調査担当

者は、同日の面談において、それが初めての面談であったにもかかわらず、「本件

各駐車場収入は、原告に帰属する」旨伝えていることから（上記認定事実キ

（ア））、本件各駐車場収入が原告に帰属するはずであるとの確信を持って面談に

臨んでいたとみられ、上記㋐、㋑から本件調査担当者が上記面談においてある程度

強い態度で原告に質問等をしていたことがうかがわれるところ、原告が、上記面談

において、緊張・動揺し、又は非難されたと感じて防御的になるなどして、自らの

認識を適切に伝えることができなかった可能性も否定できない。 
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そして、原告が本件調査において、「平成２６年２月以降の本件各駐車場収入は

乙又は丙が自らの収入であるとして確定申告をしたことは知っていたが、詳しいこ

とは分からない」旨答えたことや（上記認定事実キ（ア））、原告が本件各取引を

した当時、８●歳と高齢であったことを考慮すると、本件各使用貸借契約書に署

名・押印する際、乙から説明を受けるなどし、本件各土地の賃貸人が乙又は丙にな

り、それに伴い本件各駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるという枠組みに

ついては理解し、了承もしていたが、個々の契約の法的な意味等の詳細については

理解していなかったということが十分考えられる。 

ｄ 被告の主張（上記②）について 

被告の主張（上記②）については、本件税理士法人が本件各取引を企図し、本件

各使用貸借契約書のひな型を作成したものであったとしても、乙は、その企図を理

解していたということはできるし、助言を依頼していた専門家にひな型を用意して

もらうことは何ら不自然なことではないから、それらの事実をもって、原告が本件

各使用貸借契約書の内容を確認しなかったとか、言われるがまま署名・押印したこ

とを推認させるものではないというべきである。 

ｅ 以上の事情を総合すれば、原告は、乙から説明を受け、本件各取引により本件各

土地の賃貸人が乙又は丙になるという枠組みについては理解・了解し、そのような

認識の下で本件各使用貸借契約書に署名・押印したものの、その法的な意味等の詳

細までは理解していなかった可能性が十分にあり、そうであれば、署名・押印して

から１年７か月以上も経過してされた上記の面談や電話において、本件各使用貸借

契約書について質問を受けても、的確に答えることができず、押印した記憶がない

などと述べたとしても不自然ではない。また、乙が、上記面談時に、緊張・動揺し、

又は非難されたと感じて防御的になるなどして、自らの認識を適切に伝えることが

できなかった可能性があることも考慮に入れる必要がある。そうすると、原告の上

記の面談や電話での対応をもって、原告が本件各使用貸借契約書のひな型への署

名・押印を求められた際、その記載内容を一切確認せず、言われるがままこれに応

じたと推認することはできない。 

以上によれば、原告は、乙から本件税理士法人が作成した本件各使用貸借契約書

のひな型への署名・押印を求められ、その記載内容を一切確認せず、言われるがま

まこれに応じたと推認することはできない。かえって、本件各使用貸借契約書の署

名・押印に至る経緯（上記認定事実イ、ウ）、本件各使用貸借契約書の記載内容そ

の他本件各取引の内容（上記認定事実ウ）、原告の知識・経験・行動傾向等（前記

前提事実（１）、上記認定事実イ）、本件各取引後の取引実態（上記認定事実エ）、

本件確定申告における原告の行動（上記認定事実カ）等を総合すれば、原告が本件

各使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上で本件各使用貸借契約書に署名・押

印した事実を優に認定することができる。 

（イ）本件各使用貸借契約書が本件調査開始後に作成されたものであるか否か 

被告は、本件各使用貸借契約書は、原告が主張する平成２６年１月２５日には作成さ

れておらず、本件調査開始後に作成されたものであると考えられる旨主張する。そこで、

以下検討する。 
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ａ 本件各贈与契約書の確定日付等 

本件各取引についてみると、本件各贈与契約書は、いずれも平成２６年１月２７

日付けの確定日付が付されている（上記認定事実ウ（イ））。また、本件各不動産

管理業者が同年２月以降の本件各駐車場収入を、乙又は丙の銀行口座に振り込んで

いること（上記認定事実エ（ア））等を総合すれば、本件各駐車場管理契約書も、

その作成日付である同年１月３０日又は同年２月１日に作成されたものであると推

認できる。 

そして、本件各取引は、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が乙又は丙に帰

属するようにされたものと認められるところ、本件各使用貸借契約書についても、

同月より前に作成されたものと推認でき、その作成日付である同年１月２５日に作

成されたとみるのが自然である。 

ｂ 被告の主張について 

これに対し、被告は、第２の５（３）（被告の主張）ア（ア）ｃのとおり、本件

調査担当者が平成２７年９月８日及び同月１４日、原告に使用貸借契約書の提出を

求めたのに対し、同月１６日になって、乙の妻から提出されたことや、本件各使用

貸借契約書と本件各贈与契約書が、いずれもそのひな型が本件税理士法人により同

時期に交付されたというのにその書式が異なっていることや、本件各贈与契約書に

のみ確定日付が付されたことが、不自然であるとして、本件調査後に作成された旨

主張する。 

しかし、上記認定事実キ（ア）・（イ）のとおり、本件調査担当者が原告に対し、

使用貸借契約書を提出するよう求めたのは、平成２７年９月１４日に原告に電話を

かけたときで、来署時に持参するよう伝えたときであったと認められ（同月８日に

提出を求めたことを認めるに足りる証拠はない。）、その２日後に乙の妻から本件

各使用貸借契約書が提出されているから、その提出の過程に不自然な点はみられな

い。また、乙が、同月１４日、原告が電話を受けた直後に本件調査担当者に電話を

かけ、同月８日の面談のときに使用貸借契約書を用意していた旨述べているから

（上記認定事実キ（イ））、そのとき以前から本件各使用貸借契約書が存在してい

たものと推認される。 

また、本件各使用貸借契約書と本件各贈与契約書の内容は大きく異なっているこ

とから、それぞれ別の書式を基にしたひな型を用いたとしても、それが不自然であ

るということはできない。そして、乙又は丙が本件舗装等について贈与税の申告を

したことからすると（上記認定事実ウ（イ））、その申告のために本件各贈与契約

書に確定日付を付したものとみることができるのであって、本件各使用貸借契約書

に確定日付が付されていないこととの違いをもって、不自然であるということもで

きない。 

ｃ そうすると、本件各使用貸借契約書は、その作成日付にあるとおり、平成２６年

１月２５日に作成されたと推認できる一方で、それを覆すに足りる事情は見当たら

ないというべきであるから、本件各使用貸借契約書が本件調査後に作成されたとす

る被告の主張は、採用することができない。 

（ウ）小括 
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以上によれば、原告が本件各使用貸借契約書の署名・押印時にその内容を全く認識し

ていなかったと認めることはできず、かえって、原告が本件各使用貸借契約書の基本的

な内容を認識した上で本件各使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認定すること

ができる。 

ウ まとめ 

本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印が真正なものであり、本件各使用貸借契約書

が真正に成立したものと推定されるところ、この推定を覆す事情は見当たらない。 

（３）本件各使用貸借契約について処分証書の法理にいう「特段の事情」が認められるか否か 

ア 上記（２）で検討したとおり、本件各使用貸借契約書は真正に成立したものと認めら

れるところ、経験則に照らせば、本件各使用貸借契約書のような処分証書が真正に成立

していれば、「特段の事情」がない限り、作成者によって記載どおりの行為がされたこ

とを認めるべきである（処分証書の法理）。本件に即してみると、本件各使用貸借契約

書には「使用貸借契約書」という表題があり、その記載内容も前記前提事実（４）ウの

とおり比較的複雑なものとはいえないから、本件各使用貸借契約書が原告の意思に基づ

いて作成された以上、「特段の事情」がない限り、原告によって記載どおりの行為がさ

れたことが認められることになる。 

そして、被告は、第２の５（３）（被告の主張）ア（イ）のとおり、上記の「特段の事

情」として、①本件各取引は、社会通念上、およそ土地から独立して取引の対象となら

ない本件舗装等を贈与する本件各贈与契約や、１０年間で８０００万円を超える多額の

本件各駐車場収入を失うこととなる原告が認識すらしていない本件各使用貸借契約等の

形式を用いた一連の取引であって、通常採られる法律的形式とは一致しない異常なもの

であること、②本件各使用貸借契約書等の作成目的は、本件各土地の権利関係及び利用

関係を特段変更させないまま、原告の賃料収益を原告より所得の少ない乙又は丙に分散

させる形にすることで原告の所得税等や地方税の軽減を図るとともに、原告の相続税対

策の一環として、原告が所有する不動産から生ずる賃料収益の一部を親族間で分散する

形にすることにより、総体としての租税負担を軽減させることにあったというべきであ

ること、③このような目的の下、本件各土地の所有権を原告に留保したまま、その使用

収益権のみを相応の対価を発生させることなく一見他に移転したかのように装う方法と

して、乙又は丙への本件各土地の使用貸借及び本件舗装等の贈与という形式が採られた

ものと認められることを挙げる。そこで、以下検討する。 

イ 被告が主張する「特段の事情」について 

（ア）上記アの①の主張（本件各取引の異常性）について 

本件各贈与契約は、本件各土地と一体となる本件舗装等を贈与の対象とするものであ

って法律上の意味の乏しいものではあるが、本件各贈与契約や本件各取引の内容、一連

の契約締結過程等（上記認定事実イ、ウ）に照らせば、契約当事者の意思としては、本

件各土地の賃貸人が乙又は丙となることを明確にする意図で契約を締結しようとしたも

のであったと解される。そうすると、本件各贈与契約が上記のようなものであるからと

いって、本件各取引全体が異常なものであるとか濫用的であるとまではいえない。 

また、本件各取引によって、本件各駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、

原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な収入を得ており（原告の平成２５年分
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の確定申告における不動産収入の合計額は２８６８万６０９６円〔上記認定事実オ〕）、

高齢でもあったことにも照らすと、本件各駐車場収入が本件各土地の所有者ではない乙

又は丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念に照らして異常なものであるとい

うことはできない。 

以上によれば、社会通念に照らして、本件各取引が特段不自然は不合理であるという

ことはできず、本件各取引の一環としてされた本件各使用貸借契約もまた異常なもので

あるということはできない。 

（イ）上記アの②の主張（租税負担軽減目的）について 

原告及び乙又は丙の本件各取引を行う目的として、原告及び乙又は丙が支払う租税の

合計額を軽減させることにあったことは認められるものの（上記認定事実イ（ア））、

このような目的があったことと、本件各使用貸借契約の内容どおりの行為がされたこと

とは両立し得るというべきである。すなわち、上記の目的を有しつつ、本件各使用貸借

契約を締結するということがあり得る（言い換えれば、節税効果を発生させることを動

機として本件各使用貸借契約を締結することはあり得るのであって、節税の動機と目的

物を無償で使用収益させる意思とは併存し得るものである）から、上記の目的がある場

合であっても、直ちに本件各使用貸借契約書に記載どおりの行為がされたとの経験則を

妨げる「特段の事情」があるとすることはできないというべきである。 

（ウ）上記アの③の主張（装う方法としての形式）について 

本件各不動産管理業者は、平成２６年２月以降、乙又は丙の銀行口座に本件各駐車場

収入を振り込むようになるなど、乙又は丙が賃貸人であることを前提とする行動をとっ

ていること（上記認定事実オ（ア））、Ｄ等土地については、同月１日から賃貸人の地

位が乙に変更したことが各賃借人に周知され、同日以降、各区画の賃借人が賃貸借契約

の更新又は変更をする際には、賃貸人を乙とするＤ等土地賃貸借契約を締結したこと

（上記認定事実オ（イ））、Ｅ土地については、丙が、Ｆとの間で、賃貸借期間を同日

から２年として以後２年ごとに更新するとするＥ土地賃貸借契約を締結したこと（上記

認定事実エ（ウ）ｂ）、乙は同月以降Ｄ等土地の賃貸人としての各種の行動をとってい

ること（上記認定事実エ（エ）～（カ））、乙又は丙から原告に対して本件各使用貸借

契約書で定められた金員（固定資産税等相当額）を振り込んだにとどまり、本件各駐車

場収入の全て又は大半の額は振り込んでいないこと（上記認定事実エ（ア）等の事情を

総合すれば、同月以降、本件各土地の使用収益権は乙又は丙にあり、本件各土地の賃貸

人は乙又は丙であり、それらは仮装されたものではないと認められる。 

したがって、原告及び乙又は丙が、真実は本件各土地の使用収益権は原告から乙又は

丙に与えられていないのに、本件各使用貸借契約によってこれらが与えられたかのよう

に装っている、と認めることはできないというべきである。 

（エ）上記アの①～③以外の被告の主張について 

被告は、上記アの①～③のほか、本件各取引についての不自然な事情として、㋐本件

各駐車場管理契約書には原告の署名・押印がされていないこと、㋑Ｄ等土地の所定の区

画ごとの賃貸借契約は、平成２６年２月１日以降、全ての賃借人との間で、賃貸人が乙

に変更になる旨の合意をしていないこと、㋒Ｄ等駐車場管理契約書には、管理不動産の

表示として、分筆された土地が分筆される前の土地の住所が記載されていたり、「所在
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地」欄に幾つも誤った住所が記載されていたりしていること、㋓Ｅ土地賃貸借契約に係

る契約書は同月１日付けで作成されているにもかかわらず、それらの契約書の物件目録

として、いずれも同年８月８日に取得した登記事項証明書が添付されていることも指摘

する（第２の５（３）〔被告の主張〕ア（イ））。 

しかし、上記㋐については、本件各使用貸借契約によって、乙又は丙が原告から本件

各土地の使用収益権を与えられるに至っている以上、乙又は丙と本件各不動産管理業者

との間で駐車場管理業務の委任契約（本件各駐車場管理契約）が締結されることについ

て何ら問題はなく、そのような契約が原告と関わりなく締結されたとしても不自然では

ない。 

また、上記㋑については、Ｄ等土地の区画ごとに契約している賃借人のそれぞれと新

たに賃貸人を変更する契約を締結することは煩雑であるところ、原告と乙との間で使用

貸借契約を締結するなどすれば目的を達することができるとして、まずは本件各取引を

行い、各賃借人との関係では、賃貸人が原告から乙に変更した旨を知らせておき（上記

認定事実エ（イ））、賃貸借契約の更新又は変更をする際、賃貸人を乙とするＤ等土地

賃貸借契約を締結するということには相応の合理性があり、不自然なものとはいえない。 

さらに、上記㋒・㋓については、それらの点をもって、本件各取引が実体のないもの

であるなどということはできず、本件各使用貸借契約書に記載されたとおりの行為がさ

れたとの経験則を妨げる「特段の事情」とはならないというべきである。 

（オ）小括 

以上によれば、被告が主張する事情をもって、真正に成立した処分証書である本件各

使用貸借契約書の記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段の事情」である

ということはできない。 

ウ まとめ 

そして、被告が「特段の事情」であると主張する事情のほかに、本件各使用貸借契約書

の記載どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段の事情」は見当たらないから、

本件各土地の引渡しの事実（前記前提事実（４）エ）と併せて、本件各使用貸借契約書

の記載どおり、本件各使用貸借契約は成立したと認められる（なお、乙又は丙は、原告

に対し、Ｄ等土地又はＥ土地の各年の固定資産税等の合計額相当額を支払うこととされ

ているが〔前記前提事実（４）ウ（ウ）〕、それは使用収益に対する対価の意味を持つ

ものとは認められないから、本件各使用貸借契約は、民法上の使用貸借契約の性質を有

するものと解される〔最高裁昭和●●年（〇〇）第●●号同年１０月２７日第一小法廷

判決・民集２０巻８号１６４９頁参照〕。）。 

（４）所得税法上、本件各駐車場収入が原告に帰属すると認められるか否か 

ア 本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関係 

上記（２）及び（３）で検討したとおり、本件各使用貸借契約は成立した（すなわち、

本件各使用貸借契約書は真正に成立し、本件各使用貸借契約書と引渡しによりその記載

どおり本件各使用貸借契約が成立した）と認められるところ、使用貸借契約は対価を払

わないで他人の物を借りて使用収益する契約であるから（民法５９３条）、乙又は丙は、

平成２６年２月以降、原告から、本件各土地の使用収益権を与えられたことになる。そ

して、乙又は丙は、本件各土地の使用収益権に基づき、第三者との間で賃貸借契約を締
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結し、本件各土地の賃借人から本件各駐車場収入を得ることになる。 

他方、原告は、本件各土地の所有者ではあるが、平成２６年２月以降は、本件各使用貸

借契約の締結により、本件各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙又は丙が賃

貸人ということになるから、本件各土地の賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、本件各駐

車場収入を得ることはできないことになる（実際にも本件各駐車場収入を得ていな

い。）。 

イ 所得税法１２条との関係 

所得税法１２条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単な

る名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合に

は、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する

旨規定する。 

上記アのとおり認められる本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関係を、所得税法

１２条の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上

帰属するとみられる者」に該当するというべきである。そして、乙又は丙は、賃貸人と

して本件各駐車場収入を得ることになり、実際にも、平成２６年２月以降、乙又は丙の

銀行口座に本件各駐車場収入が振り込まれており（上記認定事実エ（ア））、本件各駐

車場収入を収益として享受しているから、「単なる名義人であって、その収益を享受」

しないということはできない。さらに、原告は、同月以降、本件各駐車場収入を収益と

して享受していないから、「その者以外の者がその収益を享受する場合」における「そ

の者以外の者」に当たるということもできない。 

また、所得税基本通達１２－１は、所得税法１２条における「資産…から生ずる収益」

を享受する者の判定について定めた通達であり、同条の適用上、資産から生ずる収益を

享受する者が誰であるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者が誰であるかに

より判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権

利者であるものと推定する旨規定する。 

これを本件についてみると、「その収益の基因となる資産の真実の権利者」は、本件各

土地の使用収益権を有する乙又は丙であるということになると解され、「それが明らか

でない場合」には当たらないということになる。 

したがって、本件において、所得税法１２条の適用により、平成２６年２月以降の本件

各駐車場収入の帰属が原告にあるということはできないというべきである。すなわち、

乙又は丙が原告所有の本件各土地を第三者に賃貸しており、原告と乙又は丙との間に本

件各使用貸借契約が締結されている本件において、本件各使用貸借契約により原告から

乙又は丙に本件各土地の使用収益権が与えられていることになるから、当該賃貸に係る

賃料収入（本件各駐車場収入）は乙又は丙に帰属することになる。 

ウ 被告の主張について 

（ア）被告は、第２の５（３）（被告の主張）イのとおり、①不動産所得は、収益の起因

となる資産の所有に着目し、当該資産を有していることに一定の担税力を見いだして設

けられた所得区分であるといえるなどとして、所得税法１２条の解釈により不動産所得

の帰属を判断する場合には、真実の権利者である資産の所有者に帰属し、②当該資産に

ついて、使用貸借又は賃貸借がされ、使用借主又は賃借人が当該資産の使用収益権を得
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たからといって、直ちに不動産所得における担税力までも有するようになるとは評価で

きず、当該資産の真実の権利者として当該資産から生ずる収益を享受し、担税力を有す

るのは誰であるかという観点から、その収益の人的帰属を判断すべきであり、③使用貸

借がされた場合、使用借権は、極めて弱い権利であるのみならず、課税上その経済的価

値を有するものではないとされる上、使用貸借の目的物を第三者に賃貸して収益を獲得

するか否かは使用貸借の貸主（目的物の所有者）が決定するものとされていることから

すれば、使用借権は収益の基因とはなり得ず、使用借主がその収益を享受する者として

担税力を有することとなるということはできず、当該資産から得られる所得は帰属せず、

④同法１３条が、同法１２条の例外として、受益者を信託財産の所有者とみなして課税

するという特別の規定を設けており、また、土地を無償で借りて月ぎめによる青空駐車

場として利用した場合の所得が、所有者に帰属するとの取扱いは、現在に至るまで定着

している課税実務であり、⑤乙又は丙が本件各駐車場収入を得ることは、原告が本件各

土地を使用収益することを承認した場合の反射的効果にすぎず、乙又は丙は同条の解釈

において単なる名義人にすぎない旨主張する。そこで、以下検討する。 

（イ）上記①～③について 

被告の上記①・②の主張について、所得税は、個人の所得に対する租税であるから、

民法上認められる所得の帰属の有無を離れて、専ら被告がいうところの「担税力」を有

するか否かによって、所得の帰属が決まると解することはできないというべきである。

そして、このことは、当該所得が不動産所得であるからといって異ならないというべき

である。 

また、被告は、上記③として、使用借権は収益の基因とはなり得ない旨主張するが、

使用借主が目的物の使用収益権（民法５９３条）を有する以上、その使用収益権に基づ

いて得られる収益の帰属が否定されることはないというべきである。 

被告の上記①～③の主張は、所得税法上の収益の帰属については、民法上の所得の帰

属を基準とするのではなく、被告が主張するところの「担税力」、すなわち、当該不動

産が有するいわば潜在的な価値の帰属を基準とすべきであるというものとも解されるが、

所得税が所得に対する租税であることからすると、そのような見解は採用することがで

きない。 

そして、本件において、乙又は丙は、所有者である原告から、本件各土地の使用収益

権を与えられ、これに基づき本件各土地を賃貸し、賃貸人としての地位に基づき本件各

駐車場収入を得ているのであって、民法上、形式上も実質上もその収益を享受している

のであるから、所得税法上においても、収益の帰属主体であるとみるべきである。 

（ウ）上記④について 

被告の上記④の主張について、上記の説示に照らせば、所得税法１３条の規定ぶりや

上記の課税実務によって、上記判断が左右されるものではない。 

（エ）上記⑤について 

被告の上記⑤の主張について、本件各駐車場収入は、民法上、乙又は丙に帰属してい

るにもかかわらず、これを反射的効果にすぎないとして否定することはできないという

べきであり、乙又は丙が所得税法１２条における単なる名義人にすぎないなどというこ

とはできない。 
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エ まとめ 

したがって、所得税法上、本件各駐車場収入は、原告に帰属するとは認められず、乙又

は丙に帰属すると認められる。 

（５）争点（３）の結論 

以上によれば、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入は、原告に帰属せず、乙又は丙

に帰属するというべきである。 

４ 本件更正処分等の適法性 

以上のとおり、平成２６年２月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属しないとの判断を前提

に、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により原告の平成２６年分の所得税等の額を計算すると、別

紙「原告の平成２６年分の所得税等の額の計算」記載のとおりとなることが認められる。 

これによれば、本件訴えのうち、却下を免れない部分を除いた部分（上記１及び２で説示の

とおり）に係る原告の請求、すなわち、本件更正処分の取消請求のうち本件更正請求における

請求額（不動産所得の金額１８０４万５４９１円、納付すべき税額〔予定納税額控除前のも

の〕４７２万７６００円）を超える部分の取消しを求める部分及び本件賦課決定処分の取消請

求は、いずれも理由がある。 

５ 文書提出命令の申立て事件（大阪地方裁判所令和●●年（○○）第●●号事件）について 

原告は、本件調査時における原告の様子や態度を詳細に検討する必要があると主張して、被

告が提出した調査経過記録書（乙１１）の黒塗り部分がないもの、同調査経過記録書を作成の

基となった調査報告書（９通）並びに調査報告書（乙１６）の作成の基となった電子メール及

び録音データについて、文書提出命令の申立てをする。 

しかし、本件においては、当裁判所に提出済みの証拠から、判断に必要とされる事実を認定

することができ、原告が必要であるとする上記事項の検討のために原告が提出を求める証拠を

取り調べる必要はないものと認められる。 

したがって、原告の文書提出命令の申立ては、理由がないからこれを却下することとする。 

第４ 結論 

以上の次第で、本件訴えのうち、本件通知処分の取消請求に係る部分及び本件更正処分のう

ち更正の請求額を超えない部分（不動産所得の金額１８０４万５４９１円、納付すべき税額

〔予定納税額控除前のもの〕４７２万７６００円を超えない部分）の取消請求に係る部分はい

ずれも不適法であるからこれらを却下し、原告のその余の請求はいずれも理由があるからこれ

らを認容することとして、主文のとおり判決する。 

大阪地方裁判所第７民事部 

裁判長裁判官 山地 修 

裁判官宮端謙一は、転補のため、裁判官渡邊直樹は、退官のため、いずれも署名押印することができ

ない。 

裁判長裁判官 山地 修 
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（別表）

課 税 の 経 緯 

（単位：円） 

(注)総合長期譲渡所得の金額は、所得税法２２条≪課税標準≫２項２号の規定による２分の１に相当する金額である。

区分

項目 

確定申告 更正の請求 通知処分 更正処分等 再調査請求 再調査決定 審査請求 裁決 

年月日 平成27年3月9日平成29年1月24日 平成29年3月23日 平成29年3月23日 平成29年6月16日 平成29年9月13日 平成29年10月11日 平成30年10月3日

総所得金額 20,776,785 20,078,632

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分

24,425,255

全
部
取
消
し

棄

却

全
部
取
消
し

棄

却

不動産所得の金額 18,873,876 18,045,491 22,392,114

雑所得の金額 1,902,909 1,923,423 1,923,423

総合短期譲渡所得の金額 － 0 0

総合長期譲渡所得の金額 － 109,718 109,718

納付すべき税額 

（予定納税額控除前のもの）
5,014,200 4,727,600 6,502,500

過少申告加算税の額 148,000
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（別紙） 

原告の平成２６年分の所得税等の額の計算 

１ 不動産所得の金額                       １７９４万１２９７円 

上記金額は、下記（１）の総収入金額２１９０万２０２０円から下記（２）の必要経費３９

６万０７２３円を控除した金額である。 

（１）総収入金額                         ２１９０万２０２０円 

上記金額は、原告が平成２６年分収支内訳書（不動産所得用）の「収入金額」欄に記載

した金額２０７４万２４７９円（乙９〔３枚目の⑤欄〕）に、Ｄ等土地のうち、大阪府枚

方市●●の土地上に存する駐車場の平成２６年１月分の賃料収入計上漏れ１０万円、Ｅ駐

車場の同１月分の賃料収入計上漏れ１万９９００円及び本件各土地の使用貸借契約に基づ

く収入計上漏れ１０３万９６４１円を加算した金額である（甲１２の１・２、１８、乙

１）。 

（２）必要経費                           ３９６万０７２３円 

上記金額は、次のア～エの合計額である。 

ア 租税公課                          ３００万６３２０円 

上記金額は、原告が申告した租税公課の金額９３万４１００円（乙９〔３枚目の㋑

欄〕）に、本件各土地以外に係る固定資産税等の金額９５万０１４３円及び乙又は丙名

義で申告された本件各土地に係る固定資産税等の金額１１２万２０７７円を加算した金

額である（乙１〔４、５頁〕）。 

イ 減価償却費                           ９万０８３２円 

上記金額は、本件舗装等について原告に本件各土地に係る賃料収入が帰属する期間であ

る１か月を償却期間として算出した金額である。 

ウ 仲介手数料及び管理費                     ８３万６６５５円 

上記金額は、原告が申告した仲介手数料及び管理費の金額８１万６７５５円（乙９〔３

枚目の㋥欄〕）に、管理費の計上漏れ１万９９００円を加算した金額である（乙１〔５

頁〕）。 

エ 雑費                              ２万６９１６円 

上記金額は、原告が申告した雑費の金額２万６９１６円（乙９〔３枚目の㋭欄〕）であ

る。 

２ 雑所得の金額                          １９２万３４２３円 

上記金額は、原告が申告した個人年金以外の雑所得の金額１２１万８９７９円と個人年金に

係る総収入金額１９８万５２０５円から必要経費１２８万０７６１円を差し引いた金額７０万

４４４４円との合計金額である（乙１〔７、８頁〕）。 

３ 譲渡所得の金額                          ２１万９４３６円 

上記金額は、次の（１）ウの総合短期譲渡所得の金額１９万４５２６円及び（２）ウの総合

長期譲渡所得の金額５２万４９１０円から、所得税法３３条４項に規定する特別控除５０万円

を控除した金額（総合長期譲渡所得）である（乙１〔５、６頁〕。なお、特別控除額５０万円

は、同条５項の規定により、まず総合短期譲渡所得の金額から控除することとされている。）。 

（１）総合短期譲渡所得の金額 
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ア 総収入金額                         ３８８万１３０５円 

上記金額は、原告が純金を譲渡したことにより受領した５６５万２３９８円のうち、当

該譲渡の日までの所有期間が５年以内の純金の譲渡に係る総収入金額と認められるため、

所得税法３３条３項１号に規定する総合短期譲渡所得の総収入金額となる（乙１〔６

頁〕）。 

イ 取得費                           ３６８万６７７９円 

上記金額は、次の（ア）の買付代金３５９万６８５６円及び（イ）の買付委託料８万９

９２３円の合計金額である（乙１〔６頁〕）。 

（ア）買付代金                         ３５９万６８５６円 

買付代金は、月額６万円であることなどから、平成２１年２月７日から平成２６年２

月６日までの買付代金である上記金額が、上記アの総収入金額３８８万１３０５円に係

る買付代金となる（乙１〔６頁〕）。 

（イ）買付委託料                          ８万９９２３円 

買付委託料は、月額１５００円であることなどから、平成２１年２月７日から平成２

６年２月６日までの買付委託料である上記金額が、上記アの総収入金額３８８万１３０

５円に係る買付委託料となる（乙１〔６頁〕）。 

ウ 総合短期譲渡所得の金額                    １９万４５２６円 

上記金額は、上記アの総収入金額３８８万１３０５円から上記イの取得費３６８万６７

７９円を差し引いた金額１９万４５２６円となる（乙１〔７頁〕）。 

（２）総合長期譲渡所得 

ア 総収入金額                         １７７万１０９３円 

原告が純金を譲渡したことにより受領した５６５万２３９８円から上記（１）アの総合

短期譲渡所得の総収入金額３８８万１３０５円を差し引いた金額１７７万１０９３円は、

当該譲渡の日までの所有期間が５年超の純金の譲渡に係る総収入金額と認められるため、

所得税法３３条３項２号に規定する総合長期譲渡所得の総収入金額となる（乙１〔７

頁〕）。 

イ 取得費                           １２４万６１８３円 

上記金額は、次の（ア）の買付代金１２１万５７８９円及び（イ）の買付委託料３万０

３９４円の合計金額１２４万６１８３円となる（乙１〔７頁〕）。 

（ア）買付代金                         １２１万５７８９円 

買付代金の総額は４８１万２６４５円であることから、平成１９年６月１日から平成

２１年２月６日までの期間に係る純金の買付代金１２１万５７８９円（４８１万２６４

５円から上記（１）のイの（ア）の買付代金３５９万６８５６円を差し引いた金額）が

上記アの総収入金額１７７万１０９３円に係る買付代金となる（乙１〔７頁〕）。 

（イ）買付委託料                          ３万０３９４円 

買付委託料の総額は１２万０３１７円であることから、平成１９年６月１日から平成

２１年２月６日までの期間に係る純金の買付委託料３万０３９４円（１２万０３１７円

から上記（１）のイの（イ）の買付委託料８万９９２３円を差し引いた金額）が、上記

アの総収入金額１７７万１０９３円に係る買付委託料となる（乙１〔７頁〕）。 

ウ 総合長期譲渡所得の金額                    ５２万４９１０円 
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総合長期譲渡所得の金額は、上記アの総収入金額１７７万１０９３円から上記イの取得

費１２４万６１８３円を差し引いた金額５２万４９１０円となる。 

４ 総所得金額                          １９９７万４４３８円 

上記金額は、上記１の不動産所得の金額１７９４万１２９７円、上記２の雑所得の金額１９

２万３４２３円及び上記３の総合長期譲渡所得の金額に２分の１を乗じた後の金額（所得税法

２２条２項２号）１０万９７１８円の合計額である（所得税法２２条２項）。 

５ 所得から差し引かれる金額（所得控除）              １２３万４４４０円 

上記金額は、原告が本件確定申告書の「所得から差し引かれる金額」、「合計」欄に記載し

た金額である（乙９〔１枚目の㉕欄〕）。 

６ 課税される所得金額                      １８７３万９０００円 

上記金額は、上記４の総所得金額１９９７万４４３８円から上記５の所得から差し引かれる

金額１２３万４４４０円を控除した金額である（国税通則法１１８条１項の規定により１００

０円未満の端数切捨て）。 

７ 課税される所得金額に対する税額                 ４６９万９６００円 

上記金額は、上記６の課税される所得金額１８７３万９０００円に所得税法８９条１項の規

定を適用して算出した金額である。 

８ 復興特別所得税                           ９万８６９１円 

上記金額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

   関する特別措置法（以下「復興財源確保法」という。）１３条の規定により、上記７の課税さ

   れる所得金額に対する税額４６９万９６００円に１００分の２．１を乗じた金額である。 

９ 源泉徴収税額                           １１万３５０７円 

上記金額は、原告が本件確定申告書の「税金の計算」、「所得税及び復興特別所得税の源泉

徴収税額」欄に記載した金額である１１万１９７２円（乙９〔１枚目の㊹欄〕）に源泉徴収税

額の申告漏れ１５３５円を加算した金額である。 

１０ 納付すべき税額（予定納税額控除前のもの。申告納税額）     ４６８万４７００円 

上記金額は、上記７の課税される所得金額に対する税額４６９万９６００円に上記８の復興

特別所得税９万８６９１円を加算し、上記９の源泉徴収税額１１万３５０７円を控除した金額

である（復興財源確保法２４条２項の規定により１００円未満の端数切捨て）。 

１１ 予定納税額                          ３９８万８８００円 

上記金額は、原告が本件確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額（第１期

分・第２期分）」に記載した金額である（乙９〔１枚目の㊻欄〕）。 

１２ 納付すべき税額（予定納税額控除後のもの）            ６９万５９００円 

上記金額は、上記１０の申告納税額４６８万４７００円から、上記１１の予定納税額３９８

万８８００円を控除した金額である。 

１３ 過少申告加算税の額                             ０円 

国税通則法３５条２項の規定により納付すべき税額はない。 

以上 


